
Ⅶ　参考資料

（１）特別養護老人ホーム版　　　　　

事　業　者 評 価 機 関

◆事前調整・確認

◆調査票、依頼文等の準備、事業者への送
付

４ｈ×１名 ４ｈ

35分×20名１２ｈ

12分×5件 １ｈ

◆利用者調査の数量的な集計と資料作成 ８ｈ×１名 ８ｈ

◆利用者調査の分析と仮のまとめ、事業者
への送付

４ｈ×１名 ４ｈ

12分×50件

１０ｈ

◆利用者調査及び職員調査の結果、自己評
価等の読込み

４ｈ×３名 １２ｈ

◆訪問調査に向けて評価者間の事前打合せ ３ｈ×３名 ９ｈ

◆訪問調査（現地視察を含む）の実施 ８ｈ×２名 １６ｈ

◆訪問調査の終了後（できれば当日）の確認 ２ｈ×２名 ４ｈ

◆利用者調査のまとめ、評点、コメント案の
作成

６ｈ×２名 １２ｈ

◆評価者の合議による評価結果のまとめ（報
告書の作成）

４ｈ×３名 １２ｈ

◆合議の内容をふまえて報告書（案）を修正・
完成

２ｈ×２名 ４ｈ

◆フィードバックにむけて資料の整理・準備
２ｈ×１名 ２ｈ

◆事業所での報告書（案）の説明 ２ｈ×２名 ４ｈ

◆報告書の最終確認、推進機構への報告 ４ｈ×１名 ４ｈ

　　　　　　　公表へ ※ 全体を通しての調整業務等 ３ｈ×１名 ３ｈ

評
価
の
実
施

◆自己評価、職員調査の集計
（回収率100％を想定）、事業者への送付

計１０２ｈ

ま
と
め
・
公
表

計２５ｈ

評 価 プ ロ セ ス
評価機関における業務内容

◆ヒアリング調査（利用者1名あたり35分で20名

に対して3名の評価者で実施）

　アンケート調査（利用者6名に配付、回収率
80％を想定）

◆ 契約内容の確認、評価内容・手順・スケ
ジュールの確認等

評 価 者
集計作業等の

補助者

標準的な工数

準
備
・
契
約

２ｈ×３名 ６ｈ

■利用者８０名、職員５０名（うち非常勤２０名）と想定　

　このモデルはベーシックと考えられる評価プロセスとそれに伴う標準的な業務量を想定しているため、実際の評価の
実施にあたって、付加（または縮減）される工程や業務量が生じます。また、各評価機関における料金の算定は、事業
所までの移動時間や評価機関全体の運営にかかる経費などが別途加算されることになります。

日程調整、職員への

説明、利用者・家族

への周知等

自己評価、
職員調査
の実施

実施方針

の検討
契 約

事前打合せの実施

利用者調査・自己評価
の準備

利用者調査の実施

利用者調査の素集計

利用者調査の分析・
まとめ

自己評価、職員調査
の集計

調査結果、自己評価等
の読み込み

訪問調査事前打合せ

訪問調査の実施

訪問調査の振り返り

評価者による個別作業

評価者による合議

合議に基づく報告書
の修正

フィードバックの準備

フィードバックの実施

利用者や職員、
関係者への報告

報告書の最終確
認・報告

実施方針

の検討

１ 標準的な評価プロセスにおける工数モデル
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（２）認知症高齢者グループホーム版　

事　業　者 評 価 機 関

◆事前調整・確認

◆調査票、依頼文等の準備、事業者への送
付

４ｈ×１名 ４ｈ

◆場面観察方式による利用者調査の実施
（現場視察含む）

４h×２名 ８ｈ

◆場面観察方式による利用者調査の仮のま
とめ（合議）

１h×２名 ２ｈ

◆家族を対象としたアンケート調査の数量的
な集計と資料作成

４ｈ×１名 ４ｈ

◆アンケート調査の分析と仮のまとめ、利用
者調査全体の分析と仮のまとめ、事業者へ
の送付

４ｈ×１名 ４ｈ

12分×16件

４ｈ

◆利用者調査及び職員調査の結果、自己評
価等の読込み

４ｈ×２名 ８ｈ

◆訪問調査に向けて評価者間の事前打合せ ３ｈ×２名 ６ｈ

◆訪問調査の実施 ６ｈ×２名 12ｈ

◆訪問調査の終了後（できれば当日）の確認 １ｈ×２名 ２ｈ

◆利用者調査のまとめ、評点、コメント案の
作成

６ｈ×２名 １２ｈ

◆評価者の合議による評価結果のまとめ（報
告書の作成）

４ｈ×２名 ８ｈ

◆合議の内容をふまえて報告書（案）を修正・
完成

２ｈ×２名 ４ｈ

◆フィードバックにむけて資料の整理・準備
２ｈ×１名 ２ｈ

◆事業所での報告書（案）の説明 ２ｈ×２名 ４ｈ

◆報告書の最終確認、推進機構への報告 ４ｈ×１名 ４ｈ

　　　　　　　公表へ ※ 全体を通しての調整業務等 ３ｈ×１名 ３ｈ

■利用者１８名（２ユニット）、職員１６名（うち非常勤１０名）と想定　

ま
と
め
・
公
表

標準的な工数

準
備
・
契
約

２ｈ×２名 ４ｈ

計１４ｈ

評 価 プ ロ セ ス
評価機関における業務内容

　このモデルはベーシックと考えられる評価プロセスとそれに伴う標準的な業務量を想定しているため、実際の評価の実
施にあたって、付加（または縮減）される工程や業務量が生じます。また、各評価機関における料金の算定は、事業所ま
での移動時間や評価機関全体の運営にかかる経費などが別途加算されることになります。

評
価
の
実
施

◆自己評価、職員調査の集計
（回収率100％を想定）、事業者への送付

計８１ｈ

◆ 契約内容の確認、評価内容・手順・スケ
ジュールの確認等

評 価 者
集計作業等の

補助者

日程調整、職員への

説明、利用者・家族

への周知等

実施方針

の検討
契 約

事前打合せの実施

利用者調査・自己評価
の準備

利用者調査の実施

アンケート調査の回収・
素集計

アンケート調査の分析・
まとめ

自己評価、職員調査の
集計

調査結果、自己評価等
の読み込み

訪問調査事前打合せ

訪問調査の実施

訪問調査の振り返り

評価者による個別作業

評価者による合議

合議に基づく報告書
の修正

フィードバックの準備

フィードバックの実施

利用者や職員、
関係者への報告

報告書の最終確
認・報告

自
己
評
価

職
員
調
査
の
実
施

利
用
者
調
査
の
実

施

配
票

利用者調査の分析・ま
とめ

実施方針

の検討
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（３）保育所版　　　　　　　　　　　

事　業　者 評 価 機 関

◆事前調整・確認

◆調査票、回収用封筒、依頼文等の準備、
事業者への送付

４ｈ×１名 ４ｈ

◆調査票の回収、督促、整理 １ｈ×１名 １h

◆利用者調査の集計（調査対象世帯75件、
回収率80%を想定）

12分×60件

12ｈ

◆利用者調査の分析と仮のまとめ、事業者
への送付

４ｈ×１名 ４ｈ

12分×35件

７ｈ

◆利用者調査及び職員調査の結果、自己評
価等の読込み

４ｈ×３名 １２ｈ

◆訪問調査に向けて評価者間の事前打合せ ３ｈ×３名 ９ｈ

◆訪問調査（現地視察を含む）の実施 ８ｈ×２名 １６ｈ

◆訪問調査の終了後（できれば当日）の確認 ２ｈ×２名 ４ｈ

◆利用者調査のまとめ、評点、コメント案の
作成

６ｈ×２名 １２ｈ

◆評価者の合議による評価結果のまとめ（報
告書の作成）

４ｈ×３名 １２ｈ

◆合議の内容をふまえて報告書（案）を修正・
完成

２ｈ×２名 ４ｈ

◆フィードバックにむけて資料の整理・準備
２ｈ×１名 ２ｈ

◆事業所での報告書（案）の説明 ２ｈ×２名 ４ｈ

◆報告書の最終確認、推進機構への報告 ４ｈ×１名 ４ｈ

　　　　　　　公表へ ※ 全体を通しての調整業務等 ３ｈ×１名 ３ｈ

ま
と
め
・
公
表

計２６ｈ

評 価 プ ロ セ ス
評価機関における業務内容

２ｈ×３名 ６ｈ

　このモデルはベーシックと考えられる評価プロセスとそれに伴う標準的な業務量を想定しているため、実際の評価の実
施にあたって、付加（または縮減）される工程や業務量が生じます。また、各評価機関における料金の算定は、事業所ま
での移動時間や評価機関全体の運営にかかる経費などが別途加算されることになります。

評
価
の
実
施

◆自己評価、職員調査の集計
（回収率100％を想定）、事業者への送付

計９０ｈ

◆ 契約内容の確認、評価内容・手順・スケ
ジュールの確認等

評 価 者
集計作業等の

補助者

■利用者１００名、職員３５名（うち非常勤１５名）と想定　
標準的な工数

準
備
・
契
約 日程調整、職員への

説明、利用者・家族

への周知等

実施方針
の検討

契 約

事前打合せの実施

利用者調査・自己評価
の準備

利用者調査の集計

利用者調査の分析・ま
とめ

自己評価、職員調査の
集計

調査結果、自己評価等
の読み込み

訪問調査事前打合せ

訪問調査の実施

訪問調査の振り返り

評価者による個別作業

評価者による合議

合議に基づく報告書
の修正

フィードバックの準備

フィードバックの実施

利用者や職員、
関係者への報告

報告書の最終確
認・報告

自
己
評
価

職
員
調
査
の
実
施

利
用
者
調
査
の

実
施

配
票

利用者調査の回収

実施方針
の検討
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（４）多機能型事業所版（就労移行支援、就労継続支援Ｂ型の２サービス実施事業所を想定）　　

事　業　者 評 価 機 関

◆事前調整・確認

◆調査票、依頼文等の準備、事業者への
送付

４ｈ×１名 ４ｈ

35分×18名 １０.５ｈ

12分×30件 ６ｈ

◆利用者調査の数量的な集計と資料作成 ８ｈ×１名 ８ｈ

◆利用者調査の分析と仮のまとめ、事業
者への送付

４ｈ×１名 ４ｈ

12分×20件 ４ｈ

◆利用者調査及び職員調査の結果、自己
評価等の読込み

４ｈ×３名 １２ｈ

◆訪問調査に向けて評価者間の事前打合
せ

３ｈ×３名 ９ｈ

◆訪問調査（現地視察を含む）の実施 ８ｈ×２名 １６ｈ

◆訪問調査の終了後（できれば当日）の確
認

２ｈ×２名 ４ｈ

◆利用者調査のまとめ、評点、コメント案
の作成

６ｈ×２名 １２ｈ

◆評価者の合議による評価結果のまとめ
（報告書の作成）

４ｈ×３名 １２ｈ

◆合議の内容をふまえて報告書（案）を修
正・完成

２ｈ×２名 ４ｈ

◆フィードバックにむけて資料の整理・準
備

２ｈ×１名 ２ｈ

◆事業所での報告書（案）の説明 ２ｈ×２名 ４ｈ

◆報告書の最終確認、推進機構への報告 ４ｈ×１名 ４ｈ

　　　　　　　公表へ ※ 全体を通しての調整業務等 ３ｈ×１名 ３ｈ

ま
と
め
・
公
表

計１００．５ｈ 計２４ｈ

２ｈ×３名 ６ｈ

評
価
の
実
施

◆ヒアリング調査（利用者1名あたり35分で18

名に対して3名の評価者で実施）

　アンケート調査（利用者38名に配付、回収
率80％を想定）

◆自己評価、職員調査の集計
（回収率100％を想定）、事業者への送付

評 価 者
集計作業等の

補助者

準
備
・
契
約

◆ 契約内容の確認、評価内容・手順・スケ
ジュールの確認等

　このモデルはベーシックと考えられる評価プロセスとそれに伴う標準的な業務量を想定しているため、実際の評価の
実施にあたって、付加（または縮減）される工程や業務量が生じます。また、各評価機関における料金の算定は、事業
所までの移動時間や評価機関全体の運営にかかる経費などが別途加算されることになります。

■利用者６０名、職員２０名（うち非常勤２名）と想定　
評 価 プ ロ セ ス

評価機関における業務内容
標準的な工数

日程調整、職員への説

明、利用者・家族への

周知等

実施方針
の検討

実施方針
の検討

契 約

事前打合せの実施

利用者調査・自己評価
の準備

利用者調査の実施

利用者調査の素集計

利用者調査の分析・
まとめ

自己評価、職員調査
の集計

調査結果、自己評価等
の読み込み

訪問調査事前打合せ

訪問調査の実施

訪問調査の振り返り

評価者による個別作業

評価者による合議

合議に基づく報告書
の修正

フィードバックの準備

フィードバックの実施

利用者や職員、
関係者への報告

報告書の最終確認・

報告
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（５）訪問介護版　　　　　　　　　　

事　業　者 評 価 機 関

◆事前調整・確認

◆調査票、回収用封筒、依頼文等の準備、
事業者への送付

４ｈ×１名 ４ｈ

◆調査票の回収、督促、整理 １ｈ×１名 １h

◆利用者調査の集計（回収率80%を想定） 12分×80件

1６ｈ

◆利用者調査の分析と仮のまとめ、事業者
への送付

４ｈ×１名 ４ｈ

12分×25件

５ｈ

◆利用者調査及び職員調査の結果、自己評
価等の読込み

２ｈ×２名 ４ｈ

◆訪問調査に向けて評価者間の事前打合せ １ｈ×２名 ２ｈ

◆訪問調査の実施 ４ｈ×２名 ８ｈ

◆訪問調査の終了後（できれば当日）の確認 １ｈ×２名 ２ｈ

◆評点、コメント案の作成 ４ｈ×２名 ８ｈ

◆評価者の合議による評価結果のまとめ（報
告書の作成）

３ｈ×２名 ６ｈ

◆合議の内容をふまえて報告書（案）を修正・
完成

１ｈ×２名 ２ｈ

◆フィードバックにむけて資料の整理・準備
２ｈ×１名 ２ｈ

◆事業所での報告書（案）の説明 ２ｈ×２名 ４ｈ

◆報告書の最終確認、推進機構への報告 ２ｈ×１名 ２ｈ

　　　　　　　公表へ ※ 全体を通しての調整業務等 ２ｈ×１名 ２ｈ

　このモデルはベーシックと考えられる評価プロセスとそれに伴う標準的な業務量を想定しているため、実際の評価の実
施にあたって、付加（または縮減）される工程や業務量が生じます。また、各評価機関における料金の算定は、事業所ま
での移動時間や評価機関全体の運営にかかる経費などが別途加算されることになります。

評
価
の
実
施

◆自己評価、職員調査の集計
（回収率100％を想定）、事業者への送付

計４８ｈ

◆ 契約内容の確認、評価内容・手順・スケ
ジュールの確認等

評 価 者
集計作業等の

補助者

■利用者１００名、職員２５名（うち非常勤２０名）と想定　
標準的な工数

準
備
・
契
約

ま
と
め
・
公
表

計２８ｈ

評 価 プ ロ セ ス
評価機関における業務内容

２ｈ×２名 ４ｈ
日程調整、職員への

説明、利用者・家族

への周知等

実施方針

の検討
契 約

事前打合せの実施

利用者調査・自己評価
の準備

利用者調査の集計

利用者調査の分析・ま
とめ

自己評価、職員調査の
集計

調査結果、自己評価等
の読み込み

訪問調査事前打合せ

訪問調査の実施

訪問調査の振り返り

評価者による個別作業

評価者による合議

合議に基づく報告書の
修正

フィードバックの準備

フィードバックの実施

利用者や職員、
関係者への報告

報告書の最終確
認・報告

自
己
評
価

職
員
調
査
の
実
施

利
用
者
調
査
の

実
施

配
票

利用者調査の回収

実施方針

の検討
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事　業　者 評 価 機 関

◆事前調整・確認

◆調査票、回収用封筒、依頼文等の準備、
事業者への送付

４ｈ×１名 ４ｈ

◆調査票の回収、督促、整理 １ｈ×１名 １h

◆利用者調査の集計、グラフ化（回収率80%
を想定）

12分×80件

1６ｈ

◆利用者調査の分析と仮のまとめ、事業者
への送付

４ｈ×１名 ４ｈ

6分×25件

２．５ｈ

◆利用者調査及び職員調査の結果、自己評
価等の読込み

１．５ｈ×２名 ３ｈ

◆訪問調査に向けて評価者間の事前打合せ ０．５ｈ×２名 １ｈ

◆訪問調査の実施 ３ｈ×２名 ６ｈ

◆訪問調査の終了後（できれば当日）の確認 ０．５ｈ×２名 １ｈ

◆評点、コメント案の作成 ３ｈ×２名 ６ｈ

◆評価者の合議による評価結果のまとめ（報
告書の作成）

２ｈ×２名 ４ｈ

◆合議の内容をふまえて報告書（案）を修正・
完成

０．５ｈ×２名 １ｈ

◆フィードバックにむけて資料の整理・準備
  １ｈ×１名 ２ｈ

◆事業所での報告書（案）の説明 １ｈ×２名 ２ｈ

◆報告書の最終確認、推進機構への報告 １ｈ×１名 １ｈ

　　　　　　　公表へ ※ 全体を通しての調整業務等 １ｈ×１名 １ｈ

ま
と
め
・
公
表

計３４ｈ 計２４．５ｈ

準
備
・
契
約

◆ 契約内容の確認、評価内容・手順・スケ
ジュールの確認等

２ｈ×２名 ４ｈ

評
価
の
実
施

◆自己評価、職員調査の集計
（回収率100％を想定）、事業者への送付

　このモデルはベーシックと考えられる評価プロセスとそれに伴う標準的な業務量を想定しているため、実際の評価の実
施にあたって、付加（または縮減）される工程や業務量が生じます。また、各評価機関における料金の算定は、事業所ま
での移動時間や評価機関全体の運営にかかる経費などが別途加算されることになります。

（６）訪問介護版（利用者調査とサービス項目を中心とした評価版）　　　　　　　　　　　　　　

■利用者１００名、職員２５名（うち非常勤２０名）と想定　
評 価 プ ロ セ ス

評価機関における業務内容
標準的な工数

評 価 者
集計作業等の

補助者

日程調整、職員への説

明、利用者・家族への

周知等

実施方針

の検討
契 約

事前打合せの実施

利用者調査・自己評価
の準備

利用者調査の集計

利用者調査の分析・
まとめ

自己評価、職員調査の

調査結果、自己評価等
の読み込み

訪問調査事前打合せ

訪問調査の実施

訪問調査の振り返り

評価者による個別作業

評価者による合議

合議に基づく報告書
の修正

フィードバックの準備

フィードバックの実施

利用者や職員、
関係者への報告

報告書の最終確認・
報告

自
己
評
価

職
員
調
査
の
実
施

利
用
者
調
査
の
実
施

配
票

利用者調査の回収

実施方針

の検討
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第１章 総則

第 1 条 契約の目的

第 2 条 契約期間

第 3 条 福祉サービス第三者評価

第 4 条 評価者

第２章 契約

第 5 条 契約金額

第 6 条 業務の完了

第 7 条 契約金額の支払い

第３章 評価機関の義務

第 8 条 評価機関及び評価者の義務

第  9 条 東京都福祉サービス評価推進機構

への報告及び情報の公表 

第 10 条 評価者の禁止行為

第 11 条 守秘義務 

第４章 事業者の義務

第 12 条 評価の実施に関する事項

第 13 条 東京都福祉サービス評価推進機構 
への報告及び情報の公表の承諾 

第５章 契約の解除

第 14 条 契約内容の変更

第 15 条 契約の解除

第 16 条 事業者からの契約の解除

第 17 条 評価機関からの契約の解除

第６章 損害賠償

第 18 条 評価機関の損害賠償責任

第 19 条 事業者の損害賠償責任

第７章 その他

第 20 条 苦情対応

第 21 条 協議事項 
 

 評価機関は認証要綱の定めのとおり、守秘義務及び倫理に関する規程を策定する必要がありま

す。その策定した内容は事業者と評価機関との契約書においても盛り込んでいただきたい事項です。        

（守秘義務規程に関する内容）

１ 評価機関が収集する情報は、必要な最小限とし、評価以外の目的には決して使用しない。 

２ 評価を実施する上で知り得た事業者及び利用者等に関する情報を、第三者に漏洩しない。（契約終了後も同様） 

３ 前項に拘わらず、緊急を要する事項（明らかな法令違反により、入居者に対するサービスの質が著しく低下し

ている場合等）があった場合には、監督行政機関等に事業者や利用者等に関する状況等の情報を提供できる。 

４ 記入者が特定される可能性のある調査結果については、記入者が特定されないよう加工した上で事業者に報告

する。記入済みの個別の調査票は、評価機関以外の者に漏洩しないよう廃棄する等の処理を行なう。 

５ 利用者等に関する情報が記載された書類については、事業者への訪問調査を行う際に現地で確認し、事業所の

外に持ち出さない。 

６ 事業者の内部資料等については、原則として訪問調査の際に現地で確認し、事業所外に持ち出さない。 

ただし、事業者の同意がある場合にはこの限りでない。 

７ 本契約に基づき作成した評価結果及び報告書を、善良なる管理者の注意をもって保管し、その後、廃棄処分する。 

保管期間中は、本件業務以外の用途に使用しない。

（倫理規程に関する内容）

１ 評価機関及び評価者は、第三者評価を実施する際、利用者及びその家族に調査協力を強いることのないよう、

利用者及びその家族の意思に十分に配慮し、人権を尊重する。（事業者もしくは利用者等の生命・身体・財産等を

傷付け、又は著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合） 

２  評価機関は、当該第三者評価に関する問い合わせや苦情に対応する窓口を設け、サービス事業者、サービス利

用者及びその家族等に周知すること。 

２ 契約書記載事項・契約書（参考様式） 
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福 祉 サービス第 三 者 評 価 契 約 書  

（参 考 様 式 ） 

  

○○○○（以下「事業者」という。）と△△△△（以下「評価機関」という。）は、事業者に対して評価機関が行う福祉サービス第三者評価

について、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結します。

第１章 総則

（契約の目的）

第１条 評価機関は、利用者本位の福祉の実現のために、福祉サービス第三者評価を実施します。また、さまざまな事業者が行う福祉

サービスの内容や質を相互に比較可能な情報とし、利用者や事業者に情報提供することを通じて、利用者の選択に資するとともにサ

ービスの質の向上に向けた事業者の取り組みに資するものとします。 

（契約期間）

第２条 本契約期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとします。 

（福祉サービス第三者評価）

第３条 本契約において「福祉サービス第三者評価（以下「評価」という。）」とは、評価機関が事業者に評価者を派遣し、事業者が提供す

る福祉サービスについて、公益財団法人東京都福祉保健財団内に設置された東京都福祉サービス評価推進機構（以下「機構」とい

う。）が定める評価手法及び共通評価項目をすべて取り込んで実施し、評価を実施した評価者、評価手順、共通評価項目の評価結果

等を機構に報告する、福祉サービスの評価をいいます。 

２ 評価機関が事業者に対して実施する評価の内容、手法等の事項は、事前説明確認書で説明したとおりとします。

（評価者）

第４条 本契約において「評価者」とは、機構の実施する評価者養成講習を修了し、必要なフォローアップ研修を受講している者で、か

つ、機構が公表する名簿に登載されている者とします。

第２章  契約

（契約金額）

第５条 事業者は評価機関に対して、評価費用として ○○○○○○円を支払うものとします。 

（業務の完了）

第６条 評価機関が第8条第9項の定めに従って報告書を作成し、同条第10項により事業者に報告書の提出と説明を行った時は、事業

者の公表への同意、不同意にかかわらず、第9 条に定める当該評価結果等についての機構への報告をもって業務が完了したものと

みなします。 

（契約金額の支払い）

第７条 事業者は、前条により業務が完了し、評価機関からの請求を受けた後、○日以内に評価機関が指定する方法で契約金額を支払

うものとします。 

２ 支払期日において、本条第１項に定める契約金額の支払いがなされなかった場合には、評価機関は事業者に対して、支払期日の

翌日から支払完了の日までの日数に応じて年率○％の割合で計算した遅延利息を併せて請求できるものとします。

 

第３章 評価機関の義務

(評価機関及び評価者の義務) 

参 考 様 式 は 「 福 ナ ビ 」 に 掲 載 し て い ま す 

http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/ 
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第８条 評価機関及び評価者は、評価の実施にあたって、サービス利用者及びその家族（以下、「利用者等」という。）の意思に十分配慮

し、別に定める倫理規程に則った評価を行うものとします。 

２ 評価の実施は、契約書に署名捺印した３人以上の評価者が契約時から契約終了時まで一貫して行うものとします。

３ 前項に規定する３人以上の評価者は、福祉サービス分野を担当する評価者、組織マネジメント分野を担当する評価者を組み合わせ

て構成するものとします。 

４ 評価は、利用者調査及び事業評価の両方を実施するものとします。

５ 事業評価の訪問調査は、本契約書に署名捺印した評価者のうち福祉サービス分野を担当する評価者と組織マネジメント分野を担当

する評価者の各１名以上で、事業所を訪問して実施するものとします。 

６ 利用者調査の面接調査や訪問調査において評価者の他に補助者が関与する場合は、評価者の直接的な指揮監督のもと実施するも

のとします。 

７ 評価機関は、利用者本人への調査の実施など利用者の状態に配慮する必要がある事項について、事業者と十分協議の上、実施方

法、時期等を定め、事前説明確認書に明記するものとします。 

８ 評価結果は、署名捺印した評価者全員の合議によって決定するものとします。

９ 評価機関は、本契約書及び事前説明確認書に表記される方法に従って評価を実施し、評価結果及び結果分析により把握した課題に

ついて報告書を作成するものとします。その際、機構が定める結果報告書様式の内容は、必ず当該報告書に含むものとします。

10 評価機関は、評価終了後すみやかに、事業者に対し前項の報告書を提出するとともに、その内容について説明するものとします。

11 評価者は、評価の実施にあたっては、評価機関に所属する評価者であることを証する書類を絶えず所持し、事業者から提示を求め

られた時はそれを提示するものとします。 

（東京都福祉サービス評価推進機構への報告及び情報の公表）

第９条 評価機関は、評価を実施した評価者、評価手順、共通評価項目の評価結果等を機構へ報告するものとします。また、利用者等に

よる福祉サービスの選択に役立てるため、機構がその報告内容を公表することを承諾するものとします。ただし、事業者が評価結果

等の一部または全部について公表を望まない場合は、その理由を付して機構に報告するとともに、その旨を機構が公表することを

承諾するものとします。 

（評価者の禁止行為）

第１０条 評価者は、評価の実施に当たって、次の各号に該当する行為を行いません。

（１）事業者から評価料金とは別に金品を受け取ること

（２）事業者又は利用者等に対する宗教活動、政治活動、その他迷惑行為

（守秘義務）

第１１条 評価機関が収集する情報は、評価実施に必要な最小限の情報とし、評価機関は評価以外の目的には決して使用しません。

２ 評価機関は、評価を実施する上で知り得た事業者及び利用者等に関する情報を、第三者に漏洩しません。この守秘義務は契約終了

後も同様です。 

３ 前項に拘わらず評価機関は、緊急を要する事項（明らかな法令違反により、入居者に対するサービスの質が著しく低下している場合

等）があった場合には、監督行政機関等に事業者や利用者等に関する状況等の情報を提供できるものとします。 

４ 評価機関は、利用者調査及び事業評価の実施において得られた、記入者が特定される可能性のある調査結果については、記入者

が特定されないよう加工した上で事業者に報告するものとします。回答の記入された個別の調査票については、評価機関以外の者

に漏洩しないよう廃棄する等の処理を行なうものとします。 

５ 評価機関は、利用者等に関する情報が記載された書類については、事業者への訪問調査を行う際に現地で確認することとし、事業

274



所の外に持ち出さないこととします。 

６ 評価機関は、事業者が業務上作成している内部資料等については、原則として事業者への訪問調査を行う際に現地で確認すること

とし、事業所の外に持ち出さないこととします。ただし、事業者の同意がある場合にはこの限りではありません。その場合、評価機関

は事業者から提供された本件業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつ本件業務以外の用途に使用

しません。 

７ 評価機関は、本契約に基づき作成した評価結果及び報告書を、善良なる管理者の注意をもって○年間管理、保管した後、廃棄処分

するものとします。保管期間中は、本件業務以外の用途に使用しません。

第４章 事業者の義務 

（評価の実施に関する事項）

第１２条 事業者は、自らのサービス提供に支障のない限り評価の実施に協力し、評価機関の求めに応じて、評価に必要な、事業者に

関する情報及び利用者等の同意を得た上での利用者等に関する情報を提供するものとします。 

２ 事業者は、利用者本人への調査の実施など利用者の状態に配慮する必要がある事項について、評価機関へ必要な注意事項等の

情報を提供し、十分協議の上、実施方法、時期等を定めるものとします。 

（東京都福祉サービス評価推進機構への報告及び情報の公表の承諾）

第１３条 事業者は、評価機関が評価を実施した評価者、評価手順、共通評価項目の評価結果等を機構に報告することを承諾するものと

します。 

２ 事業者は、利用者等による福祉サービスの選択に役立てるため、機構が前項の報告内容を公表することを承諾するものとします。た

だし、事業者が評価結果等の一部または全部について公表を望まない場合は、その旨を申し出ることができるものとします。その場

合には、公表を望まない旨を、評価機関が機構にその理由を付して報告することを承諾するものとします。また、公表を望まない旨を

機構が公表することを承諾するものとします。 

第５章 契約の変更及び解除

（契約内容の変更）

第１４条 評価機関及び事業者は、相手方と協議の上で、評価契約内容についての変更又は履行の一時中止をできるものとします。

２ 前項の規定により契約金額を変更するときは、双方の協議の上で定めるものとします。

（契約の解除）

第１５条 評価機関及び事業者は、相手方と協議の上で、評価契約を解除することができるものとします。

２ 前項の場合に、既に実施した評価の費用の支払いについては、両者協議の上で決定するものとします。

（事業者からの契約の解除）

第１６条 事業者は、評価機関が以下の事由に該当する場合には、本契約を解除することができるものとします。 

（１）評価機関が正当な理由なく本契約に定める評価を実施せず、事業者の請求にもかかわらずこれを実施しようとしない場合

（２）評価機関が第１１条に定める守秘義務に違反した場合

（３）評価機関が、事業者もしくは利用者等の生命・身体・財産等を傷付け、又は著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重

大な事情が認められる場合 

（４）評価を実施している間に、評価機関が認証を取り消された場合 

（評価機関からの契約の解除） 

275



第１７条 評価機関は、事業者が以下の事由に該当する場合には、本契約を解除することができるものとします。 

（１）事業者が、評価機関及び評価者の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい

重大な事情が認められる場合 

（２）事業者が評価対象の福祉サービスの提供をやめた場合 

２ 前項の場合に、事業者は、既に実施した評価の費用を評価機関に支払うものとします。 

第６章 損害賠償

（評価機関の損害賠償責任）

第１８条 評価機関が、自己の責に帰すべき事由により本契約の定めに違反し、事業者が損害を被った場合には、評価機関は事業者が

被った損害を賠償するものとします。 

（事業者の損害賠償責任）

第１９条 事業者が、自己の責に帰すべき事由により本契約の定めに違反し、評価機関が被害を被った場合には、事業者は評価機関が

被った損害を賠償するものとします。

第７章 その他

（苦情対応）

第２０条 評価機関は、事業者と利用者等からの評価に関する苦情に対して、苦情を受け付ける窓口及び担当者を設置して適切に対応

するものとします。 

（協議事項）

第２１条 本契約に疑義が生じた場合、又は本契約に定められていない事項が生じた場合には、事業者と評価機関は誠意をもって協議

の上、解決に努めるものとします。 

 上記の契約を証するため、本書２通を作成し、事業者、評価機関、評価者が署名捺印の上、事業者と評価機関各々が各１通を保有す

るものとします。

平成  年  月  日

   評価機関 所在地

        評価機関認証番号 NO.             

        評価機関名

        代表者氏名                  印

     

     本契約を実施する評価者

         評価者養成講習修了者番号

         氏名                    印

         評価者養成講習修了者番号

         氏名                    印

         評価者養成講習修了者番号

         氏名                    印

   事業者   所在地

         事業者名

         代表者氏名                 印 
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１ 本評価における評価手法 

本評価は、「標準の評価」/「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」の手法で行います。 

本評価は、「利用者調査」及び「事業評価」の２種類の手法を用いて行います。

評価を実施するに当たっては、３人以上の評価者が利用者調査の実施から評価結果報告書作成まで、 

必ず一貫して行います。 

なお、評価の日程は、別紙のとおりです。 

２ 評点基準等 

事業評価では、以下の評点等により各評価項目を評価します。

評点では表現しきれない貴事業所の実態やサービスの質については、講評に記載します。

利用者調査には、評点はつきません。  

評点 ＜カテゴリー１～７＞ 

評点は、標準項目の実施状況を以下のルールに基づき、記号化したもので、評価項

目ごとにつける。

１ 標準項目の実施が確認できた場合は○、未実施・確認不可の場合は●で表す

２ ○及び●が混在する場合は、標準項目の順番にかかわらず、左端から○を配列し、

●は右端に寄せて表す。 

３ 「非該当」が選択された標準項目は、評点の構成要素からのぞく 

標語＜カテゴリー８＞ 

１ 改善に向けた計画的な取り組みが行われており、成果として現れている

２ 改善に向けた計画的な取り組みが行われているが、成果として現れていない

３ 改善に向けた計画的な取り組みが行われていない 

３ 利用者調査 

(1) 利用者調査は原則として利用者本人への全数調査です。

(2) 貴事業所の調査方式は、 

    「アンケート」 ／ 「聞き取り」 ／ 「場面観察（家族アンケート含む）」 方式です。 

(3) 利用者調査の実施、集計、分析は事業評価の訪問調査前に実施し、その結果については、訪問調

査前に貴事業所あてに送付するとともに訪問調査の際に評価者が活用します。 

４ 事業評価 

(1) 事業評価では、「経営層（運営管理者含む）の合議及び全職員（経営層含む）の個別回答による自

己評価」と「訪問調査」を実施します。 

 (2) 自己評価の結果は、訪問調査の前に必ず実施・回収・分析の上、貴事業所あて送付するとともに

訪問調査で評価者が活用します。 

(3) 訪問調査は、「福祉サービス分野を担当する評価者」、「組織マネジメント分野を担当する評価者」

各１名による計２名以上の評価者が実施します。 

(4) 訪問調査は利用者調査及び自己評価実施後に実施します。その際に、利用者調査及び自己評価実

施の集計・分析結果に関する説明の実施、現地調査、評価機関の事前分析結果に基づく経営層（運営

管理者含む）等へのヒアリング及び標準項目の確認、その他評価に関する

必要な情報の収集・確認を行います。 

(5) 標準項目及び事業者が特に力を入れている取り組みについては、下記の定義と確認方法に基づい

て確認します。 

スケジュール詳細を
別紙で示すこと
評価者についても可
能な限り個々の詳細
履歴を示すこと。 

十分に説明すること。 

実施する調査手法について明記する。
利用者の実態に応じた調査方法を提案
し、事業者と相談の上設定すること。
日程表と共に提示することが望ましい。 

事業者の理解を得る
よう説明する。 

別に定めるサービスは
「２人以上」とすること
ができる。 

参 考 様 式 は 「 福 ナ ビ 」 に 掲 載 し て い ま す 

http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/ 

どちらの評価手法

を用いるか明記す

ること。 

３ 東京都福祉サービス第三者評価に関する事前説明確認書（参考様式）
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(6) 評価結果は、訪問調査を実施した評価者を含む３人以上の評価者の 

合議で決定します。 

 
 

 

標準項目 事業者が特に力を入れている取り組み 

 東京都内の福祉サービス事業者が、福祉

サービスの質の向上を図る観点から、標準的

に実施していることが必要であると認められる

事項、または、実施するための仕組み（取り組

み）があることが必要であると認められる事項

をいう。 

事業者が力を入れている取り組みのうち、次のすべてに該当

する取り組みであること。

ア 当該評価項目のねらいに合致した取り組みであること

イ 当該評価項目に属する標準項目を少なくとも１つを満

たしていること。 

ウ 創意工夫、独自性や先進性などの観点から、利用者

の選択情報や他の事業所のサービスの質の向上の

モデルとして評価できる取り組みであること。 

 
 

 
 

カテゴリー１～７ 

 標準項目を確認したものとすることができるのは、次のすべてを満たした場合とする。

 ア 事業者が当該事項を実施していること

 イ その実施が継続的（必要性を認識し、計画的）であること

 ウ その根拠が示せること 

カテゴリー８ 

 確認するための視点は、カテゴリー１～７の取り組みに関連した成果で、各サブカテゴリーの主旨に則って成果が

あったか否かの確認とする。 

５ 評価結果のフィードバック 

(1) 評価結果及び結果分析により把握した課題については、速やかに貴事業所あてフィードバックし

ます。 

(2) 評価結果については納得のいくまで話し合うことができます。その後、評価者が評価結果公表に

ついての同意の有無を確認いたします。 

６ 評価者及び補助者

 (1) 本評価に一貫して携わる評価者は、東京都福祉サービス評価推進機構の評価者養成講習を修了し

ています。評価者は、顔写真の入った身分証明書を絶えず携帯していますのでご確認ください。 

 (2) 利用者調査や訪問調査の際に、評価者以外の者が補助者として関与する場合があります。その場

合には、貴事業所の皆様に補助者の経歴等を説明し、ご了解いただいてから関与させることとします。 

７ 本評価に関する苦情・相談窓口 

担当者  

電話番号  

受付時間  

以上の内容について本書面により、東京都の福祉サービス第三者 

評価に関する事前説明事項について事業者に説明しました。 

                        年   月   日 

評価機関名 

   （説明した評価者氏名）                 印   

以上の内容について本書面により、東京都の福祉サービス第三者評価

に関する事前説明事項について評価機関から説明を受けました。 

                         年   月   日 

 事業所名 

  （説明を受けた方の氏名）            印 

法人一括で説明をした場合、確認書は１
通にまとめても可。
ただし説明を受けた方の氏名を事業所
ごとに連名で記載し、それぞれの押印は
必須。
本書以外はコピーを添付して報告書と
共に提出すること。その際、本書がどの
事業所に添付されているかメモ等でわ
かるようにすること。 

年月日は事業者の代表者等に当確認書
で説明した日であり、職員説明会が終了
（全ての職員への説明が終了）した日で
はない。 

別に定めるサービスは
「２人以上」とするこ
とができる。 
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福祉サービス第三者評価機関認証要綱 福祉サービス第三者評価機関認証実施要領 

平成１４年５月１０日 

理事長決定 

（目的）

第１条 公益財団法人東京都福祉保健財団（以下「財団」

という。）が実施する福祉サービス第三者評価支援事業

（以下「事業」という。）に関し、財団内に設置する東

京都福祉サービス評価推進機構（以下「機構」という。）

において行う福祉サービス第三者評価機関（東京都にお

ける社会的養護関係施設第三者評価機関（以下「社会的

養護施設評価機関」という。）を含む。）（以下「評価

機関」という。）に対する認証の基準（以下「認証基準」

という。）を定めることにより、福祉サービス第三者評

価（以下「評価」という。）の信頼性、透明性を確保す

るとともに、評価機関の参入促進を図り、もって評価の

普及・定着に資することを目的とする。

（認証基準）

第２条 評価機関の認証基準は次に掲げる各号とする。

(1) 法人格を有すること。

(2) 福祉サービスを提供していないこと。

(3) ア 第８条の規定により認証を辞退した法人（当該辞

退の日前６０日以内に当該法人の役員（業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれに準ずるものと同等以上

の支配力を有するものと認められる者を含む。以下本号

において同じ。）であった者が役員である法人を含む。）

については、その辞退の日から３年間を経過しているこ

と。

 ただし、当該法人の辞退について、認証・公表委員会（以

下「委員会」という。）で相当の理由があるとした場合

を除く。

イ 第１０条の規定により認証を取り消された法人（当該

取り消しの日前６０日以内に当該法人の役員であった

者が役員である法人を含む。）については、その取消し

平成１４年５月１０日 

理事長決定 

福祉サービス第三者評価機関認証要綱（平成１４年５月

１０日付１４財事業９２号）（以下「要綱」という。）の

実施要領を次のように定める。

（福祉サービス第三者評価）

第１条 要綱第１条に規定する「福祉サービス第三者評

価」とは、東京都福祉サービス評価推進機構（以下「機

構」という。）が認証した福祉サービス第三者評価機関

（以下「評価機関」という。）が、機構が定める評価手

法及び共通評価項目をすべて取り込んで実施する、福祉

サービスの評価をいう。

 

（東京都における社会的養護関係施設第三者評価機関） 

第１条の２ 社会的養護関係施設第三者評価機関とは、

社会的養護関係施設の評価（機構が定める評価手法及

び共通評価項目をすべて取り込んで行うものとする。）

を実施するために「社会的養護関係施設における第三

者評価及び自己評価の実施について」（厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長、社会援護局長通知 雇児発第

0217第6 号 社援発 0217第44 号 平成 27 年 2

月 17 日）（以下、「厚生労働省通知」という。）５

（３）に基づき機構が認証を行った評価機関（以下「社

会的養護関係施設評価機関」という。）をいう。 

（法人格）

第２条 要綱第２条第１号に規定する｢法人格｣とは、公益

法人、特定非営利活動法人、株式会社等営利法人等をい

い、法人の形態は問わない。

（福祉サービス）

第３条 要綱第２条第２号に規定する「福祉サービス」と

は、次に掲げる各号をいう。

(1) 社会福祉法に規定される社会福祉事業として提供

されるすべての事業（ただし、社会福祉法第２条第

３項第１２号に規定される福祉サービス利用援助事

業、同法同条第１３号に規定される連絡又は助成を

行う事業及びその他の相談を行う事業は除く） 

(2) 介護保険法で規定される居宅サービス及び施設サ

ービスとして提供されるすべてのサービス 

(3) 東京都または区市町村が委託している、または認

証、届出、補助などで関与している社会福祉に関す

るサービス（ただし、社会福祉に関する連絡、助成、

相談等のみを行う事業は除く） 
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の日から委員会で定められた期間を経過していること。 

ウ 第４条第２項の規定により認証されないこととされ

た法人（当該認証されないこととされた日前６０日以内

に当該法人の役員であった者が役員である法人を含

む。）について、その認証をされないこととされた日か

ら委員会で定められた期間がある場合はその期間を経

過していること。

(4) サービス事業者及びそれを経営する者が、当該団体の

会員等のうち半数を超えている場合には、原則として会

員等となっているサービス事業者の評価は実施しない

こと。ただし、次の各項をすべて満たす場合にはこの限

りではない。

ア 外部の委員で構成する第三者性を有した委員会を設

置し、評価結果を決定するに当たっては、評価結果につ

いて、あらかじめ同委員会の承認を得ること。

イ 当面、同一のサービス事業者を２回連続して評価しな

いこと。

(5) 評価機関の代表者や理事、役員等が関係するサービス

事業者の評価を行わないこと。

(6) 評価機関が関係するサービス事業者の評価を行わない

こと。

(7) 評価機関と経営母体が同一であるサービス事業者の評

価を行わないこと。

(8) 評価機関は、評価契約締結日から３年間は評価を実施

したサービス事業者の事業に関係しないこと。

 

（サービス事業者）

第４条 要綱第２条第４号に規定する「サービス事業者」

とは、福祉サービスを提供する施設や事業所をいう。 

（代表者等が関係するサービス事業者）

第５条 要綱第２条第５号に規定する「代表者や理事、役

員等が関係するサービス事業者」とは、次に掲げる各号

をいう。なお、本条第１号及び第３号に規定する「所属」

とは、代表者や理事、役員等であること、または常勤、

非常勤等の形態を問わず雇用関係があることをいう。 

(1) 評価機関の代表者や理事、役員等が現在所属する

または以前所属していた法人が経営するすべての

施設、事業所

(2) 評価機関の代表者や理事、役員等の４親等以内の

親族が、現在代表者や理事、役員等である法人が

経営するすべての施設、事業所

(3) 評価機関の代表者や理事、役員等の４親等以内の

親族が、現在所属する施設、事業所(当該親族が、

当該施設、事業所の長である場合には、当該施設、

事業所を経営する法人が経営する他の施設、事業

所を含む。) 

２ 委員会は、評価機関とサービス事業者の間に利益相反

関係の存する恐れが実質的にないと認められる場合に

は、評価機関からの申し出により、前項の適用について

特例の措置を講ずることができる。

 

（評価機関が関係するサービス事業者）

第６条 要綱第２条第６号に規定する「評価機関が関係す

るサービス事業者」とは、評価機関が、コンサルタン 

ト、会計事務、調理業務などを通じて現在経営等に関係

しているかまたは過去３年の間に経営等に関係してい

たすべての施設、事業所をいう。 

（評価機関と経営母体が同一であるサービス事業者）

第７条 要綱第２条第７号に規定する「評価機関と経営母

体が同一であるサービス事業者」とは、次に掲げる各号

をいう。

(1) 評価機関に対する出資等により意思決定に関与可

能な法人が経営するすべての施設、事業所

(2) 評価機関が出資等を行うことにより意思決定に関

与可能な法人が経営するすべての施設、事業所

(3) 上記(1)(2)に類するすべての施設、事業所 

（評価実施後のサービス事業者との関係）

第８条 要綱第２条第8号に規定する「評価を実施したサ

ービス事業者の事業に関係」とは、評価機関が評価を実

施した施設、事業所に対して、コンサルタント、会計事
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（９） 評価者（評価を行うのに必要な資格や経験を有し、

機構が実施する評価者養成講習を修了し、必要なフォロ

ーアップ研修を受講している者で、かつ機構が公表する

名簿に登載されている者）であって、かつ当該評価機関

を主たる所属とする者が３人以上所属していること。新

たに申請する際は、評価実績があり事業に関して援助指

導ができる評価者（従たる所属評価者を含む）が１人以

上所属していること。

（９）の２ 当該評価機関を主たる所属とする者のうち、

別途区分する評価を行うのに必要な資格や経験を有し

ている者をそれぞれ１人以上確保すること。

（９）の３ 当該評価機関に所属する者のうち、少なくと

も１人は東京都福祉サービス第三者評価について一定

の評価経験があること（前年度認証評価機関は除く。）。 

（９）の４ 社会的養護施設評価機関においては、当該評

価機関を主たる所属とする評価者のうち、１人以上は、

社会的養護関係施設第三者評価の評価者としての要件

を満たす者が所属していること。

（９）の５ 評価を行う際には、当該評価機関に所属する

評価者であることを証する書類を評価者に絶えず所持

させ、サービス事業者の職員から提示を求められた時は

それを提示させること。

 

務、調理業務などを通じて経営等に関係することをい 

う。

（必要な資格や経験）

第９条 要綱第２条第９号に規定する「必要な資格や経験

を有した者」とは、以下の各号のいずれかに該当する者

をいう。

(1) 福祉・医療・保健業務を３年以上経験している者

(2) 組織運営管理等業務を３年以上経験している者

(3) 調査関係機関等で調査業務や経営相談を３年以上経

験している者 

(4) 福祉・医療・保健・経営分野の学識経験者で当該業

務を３年以上経験している者 

(5) その他、上記と同等の能力を有していると機構が認

める者 

 

２ 要綱第２条第９号の２に規定する「別途区分する評価

を行うのに必要な資格や経験」の区分とは以下のとおり

とする。 

 

区 分 内   訳 

福祉分野 

①前項第１号

②前項第４号又は第５号のうち福祉・医

療・保健分野に該当すると認められる者 

経営分野 

①前項第２号、第３号

②前項第４号又は第５号のうち経営分

野に該当すると認められる者 

（当該評価機関を主たる所属とする者）

第１０条 要綱第２条第９号の２及び第 9 号の４に規定

する「当該評価機関を主たる所属とする者」とは、当該

評価機関が評価者として必要な資格や経験を確認し、そ

のことに責任を負う評価者をいう。

（社会的養護関係施設第三者評価の評価者としての要件） 

第１０条の２ 要綱第 2 条第 9 号の４に規定する「社会

的養護関係施設第三者評価の評価者としての要件」とは、

「厚生労働省通知」で示された「評価調査者養成研修及び

評価調査者継続研修」に該当する機構が実施する研修を受

講し修了した評価者（以下「機構が実施する研修を受講し

修了した評価者」という。）とする。

（社会的養護関係施設評価機関の所属評価者要件）

第１０条の３ 新たに社会的養護関係施設評価機関の認

証を受けようとする評価機関または、認証を更新しようと

する評価機関は、第１０条の２で規定する評価者のうち、

申請時を含む過去３か年度以内に機構が実施する研修を

受講し修了した評価者を確保することとする。 

（所属）

第１１条 要綱第２条第９号から第 9 号の５までに規定

する「所属」とは、常勤、非常勤、登録など雇用形態は

問わないが、評価機関がその評価者が関わる業務につい

て責任を持ち、評価機関から当該評価機関に所属する評

価者であることを証する書類を付与されていることを

いう。

２ 評価者は、主たる所属評価機関を持たなければ、評価

活動は行なえないものとする。

３ １人の評価者について、主たる所属評価機関は１ヶ所

とする。 
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（９）の６ 評価者の名簿登載の詳細については、別に定

める「評価者名簿登載要領」による。

(10) 所属する評価者に、評価者自らが所属等で関係する

サービス事業者の評価を行わせないこと。

(11) 所属する評価者に、評価者自らが業務等で関係する

サービス事業者の評価を行なわせないこと。

(12) 評価の実施にあたっては、機構の定める評価手法及

び共通評価項目をすべて取り込んで評価を行うこと。

(13) 一件の評価は３人以上の評価者が一貫して実施する

こと。なお、面接調査や訪問調査などの実地調査は当該

評価者が複数で行い、評価結果は、当該評価者を含む３

人以上の合議により決定すること。ただし、機構が別に

定める評価手法でこれと異なる定めを行った場合にあ

ってはそれによるものとする。 

(13)の２ 社会的養護関係施設の評価の実施にあたって

は、社会的養護関係施設第三者評価の評価者としての要

件を満たす者を必要数配置すること。

 

(14) 評価を実施した評価者、評価手順、共通評価項目の

評価結果等について機構の定める様式を用いて報告す

ること。

(15) 前項の評価結果等の報告内容を、機構が公表するこ

とを承諾すること。サービス事業者が評価結果等の一部

または全部について公表を望まない場合は、その理由を

附して機構に報告すること。その場合、機構が、公表を

望まない旨が附されていたことを委員会に報告すると

ともに、その旨を公表することを、承諾すること。

 

（評価者自らが所属等で関係するサービス事業者）

第１２条 要綱第２条第10号に規定する「評価者自らが

所属等で関係するサービス事業者」とは、次に掲げる各

号をいう。なお、本条第1号及び第３号に規定する「所

属」とは、代表者や理事、役員等であること、または常

勤、非常勤等の形態を問わず雇用関係があることをい 

う。

(1) 評価者が現在所属するまたは以前所属していた法

人が経営するすべての施設、事業所 

(2) 評価者の４親等以内の親族が、現在代表者や理事、

役員等である法人が経営するすべての施設、事業所 

(3) 評価者の４親等以内の親族が、現在所属する施設、

事業所(当該親族が、当該施設、事業所の長である場

合には、当該施設、事業所を経営する法人が経営す

る他の施設、事業所を含む。) 

２ 委員会は、評価者とサービス事業者の間に利益相反関

係の存する恐れが実質的にないと認められる場合には、

評価機関からの申し出により、前項の適用について特例

の措置を講ずることができる。

（評価者自らが業務等で関係するサービス事業者）

第１３条 要綱第２条第11号に規定する「評価者自らが

業務等で関係するサービス事業者」とは、評価者が、コ

ンサルタント、会計事務、調理業務などを通じて現在経

営等に関係しているかまたは過去３年の間に経営等に

関係していたすべての施設、事業所をいう。

（社会的養護関係施設第三者評価の評価者としての要件

を満たす者を必要数配置）

第１４条 要綱第 2 条第 13 号の２に規定する「社会的

養護関係施設第三者評価の評価者としての要件を満た

す者を必要数配置」とは、一件の評価に必要な評価者

のうち少なくとも 1 名を配置するものとする。 

（評価を実施した評価者、評価手順、共通評価項目の結果

等） 

第１５条 要綱第２条第１４号に規定する「評価を実施し

た評価者、評価手順、共通評価項目の評価結果等」とは、

当該評価を実施した全評価者名、共通評価項目に関する

評価の手順、評価方法、事業所の公表に関する同意書の

写し、評価結果とその前提となる事実や結果の理由を示

した書類をいう。
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(16) 次の内容を開示すること。 

ア 所属する評価者一覧（評価者の氏名、経歴、研修受

講歴を含む）

イ 評価事業の実績一覧

 

(17) 次の規程等を整備して開示すること。 

ア 事業内容（組織、会計を含む）等に関する規程

イ 標準的な評価手順に関する規程

ウ 守秘義務に関する規程

エ 倫理規程

オ 料金表

カ 評価に関する異議や苦情の申立窓口及び責任者の

設置 

(18) 機構の定めた事項について、四半期ごとに１回「評

価実施状況届」を、毎年１回「現況報告書」を様式によ

り機構へ報告すること。

(19) 次の書類について、機構が、必要に応じ公表するこ

とを承諾すること。

ア 第３条に規定する申請書及び必要な添付書類

イ 第７条に規定する「認証時申請内容変更届」及び必

要な添付書類 

ウ 前号の「評価実施状況届」および「現況報告書」

(20) 福祉サービス第三者評価システムの向上のために

機構が行なう調査等に協力するよう努めること。

(21) 当該評価機関を主たる所属とする者を育成・指導

し、評価者の質の向上に取り組むこと。また、当該評価

機関を主たる所属とする者の育成状況等について、機構

が定める「評価者育成計画兼報告書」により、年に３回

機構へ報告すること。

（認証の申請及び認証の更新申請）

第３条 認証の申請は、福祉サービス第三者評価機関認証

申請書（社会的養護施設評価機関の認証の申請のときは

「社会的養護関係施設第三者評価機関認証申請書」）

（前条及び第７条において「申請書」という。）に必要

な書類を添付して行う。

２ 社会的養護施設評価機関の認証申請は、機構より認証

され、申請時に必要な評価実績がある評価機関に限る。 

３ 認証を更新しようとする評価機関は、認証を更新する

ために必要な評価実績要件を満たした上で、福祉サービ

ス第三者評価機関認証更新申請書（社会的養護施設評価

機関の認証の更新申請のときは「社会的養護関係施設第

三者評価機関認証更新申請書」）により、認証の更新申

請を行う。

 

（開示）

第１６条 要綱第２条第１６号及び第１７号に規定する

「開示」とは、評価機関の主たる事務所の所在地に書類

を備え置き、誰でもが閲覧できる状態にすることをい

う。なお、評価機関はホームページやパンフレット等を

作成し、利用者や事業者にわかりやすく公開することに

努めるものとする。

（評価実施状況届および現況報告書）

第１７条 要綱第２条第１8 号に規定する「評価実施状況

届」とは、機構に対し機構の定めた内容を四半期に一回

報告する書類をいい、「現況報告書」とは、機構に対し

機構の定めた内容を年一回報告する書類をいう。

（申請時に必要な評価実績）

第１８条 要綱第３条第２項に規定する「申請時に必要な

評価実績」は、サービス種別を問わず前年度の評価実

績が１０件以上あることをいう。 

（認証を更新するために必要な評価実績要件）

第１９条 要綱第３条第３項に規定する「認証を更新

するために必要な評価実績」は、要綱第６条第１項

の３年間の有効期間に５件以上の評価実績があるこ

とをいう。 

２ 新たに認証を受けた評価機関は、前項の規定によ

らず３か年度毎の満了日までの期間が２年以上３年

未満のときは３件以上、１年以上２年未満のときは

１件以上とし、１年未満の場合は評価実績を免除す

る。

３ 評価機関は毎年１件以上の評価実績を積むことに

努めること。 

４ 要綱第３条第３項に規定する社会的養護関係施設

評価機関の「認証を更新するために必要な評価実績」

は、毎年１件以上の社会的養護関係施設の評価実績

があることをいう。 
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（認証及び認証の更新）

第４条 認証及び認証の更新は、第２条に規定する認証基

準をすべて満たしていることを要件とする。

２ 委員会は、評価機関の認証及び認証の更新について調

査審議し、可否を決定する。

３ 機構は、委員会の決定に基づき評価機関を認証及び認

証を更新する。

（認証及び認証の更新の通知）

第５条 機構は、委員会の決定に基づき評価機関を認証し

たときは、「福祉サービス第三者評価機関認証通知書」

又は「社会的養護関係施設第三者評価機関認証通知書」

を交付する。また、委員会の決定に基づき評価機関の認

証を更新したときは、「福祉サービス第三者評価機関認

証更新通知書」又は「社会的養護関係施設第三者評価機

関認証更新通知書」を交付する。

２ 機構は、委員会の決定に基づき評価機関を認証しない

こととしたときは、「福祉サービス第三者評価機関不認

証通知書」又は「社会的養護関係施設第三者評価機関不

認証通知書」を交付する。また、委員会の決定に基づき

評価機関の認証を更新しないこととしたときは、「福祉

サービス第三者評価機関不認証更新通知書」又は「社会

的養護関係施設第三者評価機関不認証更新通知書」を交

付する。

（認証の有効期間）

第６条 評価機関の認証の有効期間は３年間とする。な

お、認証の有効期間の満了日は、認証を受けた日にかか

わらず、機構が定める３か年度における最終年度の３月

３１日とする。

２ 社会的養護施設評価機関の認証の有効期間は１年間

とする。ただし、有効期間の満了日は認証を受けた日に

かかわらず、認証を受けた年度の３月３１日とする。

 

(変更の届け) 

第７条 申請書に記載する事項及び申請書に添付した書

類の内容に変更が生じた場合は、認証を受けた評価機関

は、変更の事由が発生した日から３０日以内に、「認証

時申請内容変更届」に必要な書類を添付し、変更内容を

届け出なければならない。

 

（認証の辞退） 

第８条 評価機関は「認証辞退届」又は「社会的養護関係

施設第三者評価機関認証辞退届」の提出により、認証を

辞退することができる。 

 

（機構が実施する指導等） 
第９条 機構は、評価機関が第２条第１２号で定める規定

に違反（以下「手法違反」という。）した場合、当該評

価機関に対し違反に至った経緯や再発防止に係る改善

策等の報告を求める。また、年度終了後にも当該評価機

関が講じた改善策の取組状況の報告を求め、改善策が十

分に講じられていることが確認できない場合は、継続し

て改善に向けた指導を行い、改めて報告を求める。 
２ 次の各号のいずれかに該当する場合、別に定める公表

手続に基づき、評価機関の名称等について公表する。 
（１）機構が指導を行ったにもかかわらず、前項に規定す

る報告がなく、かつ、今後も報告の見通しがない場合 
（２）機構が指導を行ったにもかかわらず、前項で報告が

あった同一の手法違反を１件以上２年間連続して行い、

かつ、改善の見込みがない場合 
 

（認証の有効期間）

第２０条 要綱第６条第１項に規定する「機構が定め

る３か年度」とは、平成２９年４月１日を始期とす

る３か年度ごとの期間をいう。 

 

（社会的養護関係施設評価機関の認証の辞退）

第２１条 要綱第８条の規定により評価機関を辞退し

た場合は、社会的養護関係施設評価機関としての認証

も、同時に辞退したものとする。 
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３ 機構は、第２条（第１２号を除く）の認証基準のいず

れか一つが欠けた評価機関に対し、報告を求め、是正す

るように指導を行う。 

 

（指導、業務改善勧告等） 

第９条の２ 委員会は、評価機関が前条第２項第１号、

第２号、第３項、次条第１項第２号又は第４号に該当す

る場合、調査審議し、必要があると認めたときは、当該

評価機関に対し、期限を定めて是正すべきことを指導す

ることを決定する。 

２ 委員会は、前項の規定による指導を受けた評価機関

が、正当な理由がなくてその指導にかかる措置をとらな

かった場合、調査審議し、必要があると認めたときは、

当該評価機関に対し、期限を定めて、その指導にかかる

業務改善措置をとるべきことを勧告すること（以下「業

務改善勧告」という。）を決定する。 

３ 機構は、委員会の決定に基づき指導又は業務改善勧

告を行う。

（認証の取消等）

第１０条 委員会は、評価機関が以下の各号に該当する場

合、調査審議し、必要があると認めたときは、認証取消

し、又は期間を定めた全部若しくは一部の認証効力停止

の決定をする。 

(1) 第２条（第１２号を除く）に規定する認証基準のい

ずれか一つが欠けた場合 

(2) 不正な行為を行う等評価機関としてふさわしくない

と認められる場合

(3) 第９条第２項による業務改善勧告に従わない場合

(4) 評価実績がない又は著しく少ない場合

２ 機構は、委員会の決定に基づき評価機関の認証を取り

消し、又は期間を定めて全部若しくは一部の効力を停止

する。

３ 機構は、委員会の決定に基づき評価機関の認証を取消

したときは、「福祉サービス第三者評価機関認証取消通

知書」又は「社会的養護関係施設第三者評価機関認証取

消通知書」を交付する。

４ 機構は、第２項に基づき、認証取消し、又は期間を定

めて全部若しくは一部の認証効力を停止した場合は、そ

の旨を公表する。

（その他）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、認証を実施する

にあたり必要な事項は、実施要領に定める。

第１２条 この要綱及び実施要領に定めるもののほか、認

証を実施するにあたり必要な事項がある場合は別に定

める。

附 則

本要綱は平成１４年５月１日から施行する。

附 則

本要綱は平成１７年３月２９日から施行する。

（平成１７年３月２２日一部改正）

ただし、第２条第９号のうち「当該評価機関を主たる所

属とする者のうち、別途区分する評価を行うのに必要な資

格や経験を有している者をそれぞれ１人以上確保するこ

と。」との規定は、平成１７年４月１日現在、認証されて

いる評価機関には平成１９年４月１日から適用する。 

（認証の取消）

第２２条 要綱第１０条第１項第２号に規定する「不正な

行為」とは、次に掲げる各号をいう。

(1) 評価の信頼性を損なうような評価を行うこと

(2) 事業者から評価料金とは別に金品を受け取ること 

(3) 守秘義務に反すること

(4) サービス利用者やサービス事業者の人権を侵害す

ること 

(5) 評価契約を破る行為を行うこと

(6) 法令に違反する行為を行うこと

(7)正当な理由がないのにもかかわらず、機構の調査に

協力しないこと。 

(8)機構に虚偽の報告又は資料の提出をすること

(9) 上記各号と同等と機構が認めること

（その他）

第２３条 この実施要領に定めるもののほか、認証を実施

するにあたり必要な事項は細目に定める。

附 則 

本実施要領は平成１４年５月１日から施行する。

 

附 則 

本実施要領は平成１７年３月２９日から施行する。

（平成１７年３月２２日一部改正）

 



292   

附 則

本要綱は平成１８年３月９日から施行する。

附 則

本要綱は平成１９年３月８日から施行する。

附 則

本要綱は平成１９年７月１３日から施行する。

附 則

本要綱は平成２１年４月１日から施行する。

附 則

本要綱は平成２４年４月１日から施行する。

ただし、第２条第９号のうち「更に、当該評価機関に所

属する者のうち、少なくとも１人は東京都福祉サービス第

三者評価について一定の評価経験があること（前年度認証

評価機関は除く）。」との規定及び第２条第２１号の規定

は、平成２５年４月１日から適用する。

附 則

本要綱は平成２４年６月７日から施行する。

附 則

本要綱は平成２５年２月２１日から施行する。

附 則

本要綱は平成２７年１月１日から施行する。

附 則 
（施行期日）

１ 本要綱は平成２８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成２８年度中に新たに認証する評価機関の認証の

有効期間については、平成２８年度に限り、第６条第１

項の規定によらず、従前の１年間とする。

 

平成１５年 ４月 １日  一部改正 

平成１６年 ４月 １日  一部改正 

平成１７年 ３月２２日  一部改正 

平成１８年 ３月 ９日  一部改正 

 

平成１９年 ３月 ８日  一部改正 

平成１９年 ７月１３日  一部改正 

附 則 

本実施要領は平成１８年３月９日から施行する。 

附 則 

本実施要領は平成１８年７月２８日から施行する。

 

附 則 

本実施要領は平成２４年６月７日から施行する。

 

附 則

（施行期日） 

１ 本実施要領は平成２７年７月８日から施行する。 

ただし、第１０条の２及び第１０条の３の規定

は、平成２８年４月１日から適用する。 

（経過措置）

２ 第１０条の３で規定する申請時を含む過去３か

年度以内に機構が実施する研修を受講し修了した

評価者は、平成２９年３月３１日までの間に限り、

平成２４年度及び平成２５年度に機構が実施する

研修を受講し修了した評価者並びに平成２６年度

以前に「厚生労働省通知」で示された「評価調査

者養成研修及び評価調査者継続研修」に該当する

研修を受講し修了した評価者を含むものとする。 

附 則

（施行期日）

１ 本実施要領は平成２８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成２６年度以前に認証を受けた評価機関が平成

２８年度に認証を更新するために必要な評価実績

は、第１９条第１項の規定によらず、当該年度に１

件以上評価実績があることとする。

３ 平成２７年度に新たに認証を受けた評価機関が平

成２８年度に認証を更新するために必要な評価実績

は、第１９条第１項の規定によらず、免除すること

とする。

４ 平成２７年度に新たに認証を受けた評価機関及び

平成２８年度に新たに認証する評価機関が平成３１

年度に認証を更新するために必要な評価実績は、第

１９条第１項の規定によらず、３年間の有効期間中

に３件以上評価実績があることとする。

 

平成１５年 ４月 １日   一部改正 

平成１６年 ４月 １日   一部改正 

平成１７年 ３月２２日   一部改正 

平成１８年 ３月 ９日   一部改正 

平成１８年 ７月２８日   一部改正 
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平成２１年 ３月１９日  一部改正 

平成２４年 ３月１４日  一部改正 

平成２４年 ６月 ７日  一部改正 

平成２５年 ２月２１日  一部改正 

平成２６年１２月２６日  一部改正 
 
 

平成２８年  ２月１９日   一部改正 

 

 

平成２４年 ６月 ７日   一部改正 

 

 

 

平成２７年 ７月 ８日   一部改正 

平成２８年 ２月１９日   一部改正 
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福祉サービス第三者評価 評価者名簿登載要領 

 福祉サービス第三者評価機関認証要綱（平成１４年５月１０日付１４財事業９２号）（以

下「要綱」という。）第２条第９号に規定する「機構が公表する名簿」（以下「評価者名簿」

という。）への登載要領を次のように定める。

（評価者名簿の定義）

第１条 東京都福祉サービス評価推進機構（以下、「機構」という。）は、機構が実施する

評価者養成講習を修了した者の番号と所属評価機関の名称を記載した一覧表を作成し、当

該一覧表を評価者名簿とする。

（公表）

第２条 機構は、評価者名簿をホームページ等で公表する。

（名簿への登載）

第３条 評価者養成講習を修了し、評価者養成講習修了証を付与された者については、主

たる所属評価者として所属する評価機関（以下、「主たる所属評価機関」という）からの「所

属評価者名簿」の提出をもって、評価者名簿に登載するものとする。ただし、認証申請中

の法人から評価者養成講習受講の推薦を受けている者については、当該法人の認証をもっ

て評価者名簿に登載する。

２ 評価者養成講習修了証の発行日から３０日以内（ただし、認証申請中の法人から評価

者養成講習受講の推薦を受けている者については、当該法人の認証日）または当該年度末

のどちらか早い時期までに主たる所属評価機関から「所属評価者名簿」の提出がない場合

には、当該修了証の効力を無効とする。

（主たる所属評価機関の表示）

第４条 評価者名簿の所属評価機関の欄には、当該評価者の「主たる所属評価機関」を表

示する。

２ 主たる所属評価機関がない場合には、「主たる所属評価機関なし」と表示する。ただし、

機構が別に定める様式により評価機関が登録申請を行い、機構が受理したときには、当該

欄に「主たる所属評価機関」が表示される。

（名簿からの抹消等）

第５条 次の各号に該当する場合、機構は当該評価者を評価者名簿から抹消する。

(1)  評価実績がない年度が連続して２年となった者

 (2)  評価実績が著しく少ない場合で、認証・公表委員会（以下、「委員会」という。）の調

査審議により名簿から抹消すべきと判断された者

(3) 必要なフォローアップ研修を受講していない者

(4) 「主たる所属評価機関なし」が表示され、その期間が１年を超えた者

(5) 当該評価者が評価者名簿からの抹消を申し出、主たる所属評価機関から評価者名簿抹

消の申請があった者

(6) 死亡その他やむを得ない事情により評価者の意思は確認できないが、評価機関から名

簿抹消の申請があった者

２ 機構は、委員会の調査審議により福祉サービス第三者評価機関認証実施要領第２２条

に規定する「不正な行為」と同様の行為を行ったと判断された者に対し、委員会の決定に

基づき、当該評価者の評価者名簿からの抹消、又は期間を定めて評価者名簿の効力の全部
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又は一部を停止する。

３ 機構は、第１項及び第２項の決定に基づき評価者名簿から抹消、又は期間を定めて評

価者名簿登載の効力の全部又は一部の停止をした場合は、その旨を公表する。

（評価活動の休止）

第６条 次の各号に該当する評価者は、主たる所属評価機関が機構へ評価活動の休止を届

け出ることにより、３年を上限として、期間を定め評価活動を休止することができる。た

だし、休止期間の終期は年度末とする。

(1) 病気、妊娠、出産、育児、家族の介護等により評価活動を行うことができない場合

(2) 海外出張等により、国内にいない場合

(3) その他、前二号に準ずるやむを得ない事情があると機構が認める場合

２ 機構は、第１項に基づき評価者が評価活動を休止している期間は、評価者名簿にその

旨を表示する。

３ その他評価者の評価活動休止の詳細については、別に定める「評価者の評価活動休止

に係る取扱要項」による。

（評価活動の再開）

第７条 休止期間中の評価者は、主たる所属評価機関が機構へ評価活動の再開を届け出る

ことにより、評価活動を再開することができる。

２ その他評価者の評価活動再開の詳細については、別に定める「評価者の評価活動休止

に係る取扱要項」による。

（名簿への再登載）

第８条 一度評価者名簿から抹消された者で再度評価者名簿への登載を希望する場合は、

評価者養成講習を再受講するものとする。ただし、福祉サービス第三者評価機関認証実施

要領第２２条に規定する「不正な行為」と同様の行為を行なったと判断され抹消となった

者は、その抹消の日から委員会で定められた期間を経過しなければ、再受講できないもの

とする。

（社会的養護関係施設第三者評価における評価者）

第９条 要綱第２条第９号の４に規定する社会的養護関係施設第三者評価の評価者要件を

満たす者は、要綱第２条第１３号の２で規定する社会的養護関係施設の評価の実施におい

て必要な評価者要件を満たす者として、別途ホームページ等で公表する。

２ 要綱第２条第９号の４及び第１３号の２に規定する評価者要件を満たしている者につ

いて、評価実績がない年度が連続して２年となった者は、翌年度以降は要綱第２条第９号

の４及び第１３号の２に規定する評価者に該当しないものとする。なお、当該評価者が再

度、要綱第２条第９号の４及び第１３号の２に規定する評価者要件を満たすためには、福

祉サービス第三者評価機関認証実施要領第１０条の２に規定する「厚生労働省通知」で示

された「評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修」に該当する機構が実施する研修を

受講し、修了するものとする。

３ 機構は前項で規定する評価者の評価実績について、評価結果報告書等で確認するもの

とする。

（その他）

第１０条 この要領に定めるもののほか、名簿登載を実施するにあたり必要な事項がある

場合は別に定める。 
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附則

本要領は平成１５年４月１日から施行する。

附則

本要領は平成１８年３月９日から施行する。

附則

本要領は平成１８年７月２８日から施行する。

附則

本要領は平成１８年１２月２２日から施行する。

ただし、第５条第１号の規定は、平成２１年４月１日から施行する。

附則

本要領は平成２０年４月１日から施行する。

附則

本要領は平成２４年４月１日から施行する。

ただし、第５条第１号の規定及び第６条柱書の規定は、平成２５年４月１日から適用する。

附則

本要領は平成２４年６月７日から施行する。

附則

本要領は平成２７年７月８日から施行する。

ただし、第９条第２号及び第３号の規定は、平成２８年４月１日から適用する。

附則

本要領は平成２８年４月１日から施行する。 

平成１６年 ４月 １日 一部改正 
 

平成１８年 ３月 ９日 一部改正 
 

平成１８年 ７月２８日 一部改正 
 

平成１８年１２月１５日 一部改正 
 

平成１９年１２月１３日 一部改正 
 

平成２４年 ３月１４日 一部改正 
 

平成２４年 ６月 ７日 一部改正 
 

平成２７年 ７月 ８日 一部改正 

 

平成２８年 ２月２２日 一部改正 
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評価者の評価活動休止に係る取扱要項 

１ 趣旨 

福祉サービス第三者評価 評価者名簿登載要領（以下「評価者名簿登載要領」とい

う。）第６条において規定する、評価者の評価活動の休止に係る取扱いについては、

この要項の定めるところによる。

 

２ 対象者 

評価活動を休止できるのは、評価活動を継続する意志はあるが、評価者名簿登載要

領第６条第１項各号に該当する事由により評価活動を行うことができない者とする。 

３ 評価者の取り扱い

（１）評価者は、活動休止期間中に評価活動を行うことができない。 

なお、休止期間中については、評価者名簿登載要領第５条第１項第１号及び第９

条第２項中に規定する「評価実績がない年度」の対象としない。 

（２）東京都福祉サービス評価推進機構（以下、「機構」という。）は、当該年度について

評価者名簿登載要領第５条第１項第３号に規定する「必要なフォローアップ研修」の

受講を免除することができる。 

   なお、「必要なフォローアップ研修」の取扱いについては、フォローアップ研修の受

講免除に係る取扱要項による。 

（３）評価者が評価活動を再開する際は、必ず再開する年度のフォローアップ研修（共 

通コース）を受講しなければならない。 

（４）機構は、以下の場合、当該評価者を直ちに評価者名簿より抹消する。 

ア 休止期間が予定の終期を超えても、評価者名簿登載要領第６条第３項に定める活動

再開の届出がなかった場合

イ ４に定める届出に必要な書類に虚偽の記載があった場合 

４ 届出の方法 

主たる所属評価者として所属する評価機関（以下「主たる所属評価機関」という。）（主

たる所属評価機関がない評価者の場合は当該評価者）は、評価者が評価活動を休止又は

再開する場合、次の各号に定めるところにより届出を行う。 

（１）活動休止 

主たる所属評価機関は、評価者が評価活動を休止する場合は、原則として休止期間

の始期より前に「評価活動休止届（様式１）」を機構に提出しなければならない。提出

に際しては、評価者から提出された休止理由を証明する公的な書類を評価機関におい
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て確認し、必要に応じて機構へ提出しなければならない。

また、主たる所属評価機関がない評価者が評価活動を休止する場合は、原則として

休止期間の始期より前に「評価活動休止届（様式１－２）」に休止理由を証明する公的

な書類を添付して機構へ提出しなければならない。 

（２）活動再開 

主たる所属評価機関は、評価者が評価活動を再開する場合は、再開する前に「評価

活動再開届（様式２）」を機構に提出しなければならない。

また、主たる所属評価機関がない評価者が評価活動を再開する場合は、再開する前

に「評価活動再開届（様式２－２）」を機構に提出しなければならない。 

５ 休止の表示 

機構は、休止期間中、「とうきょう福祉ナビゲーション」に、当該評価者が評価活

動を休止している旨を表示する。 

６ その他 

この要項に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。 

附 記

この要項は、平成20 年4 月1 日から施行する。

附 記

この要項は、平成21 年5 月13 日から施行する。

附 記

この要項は、平成25 年4 月1 日から施行する。

附 記 

この要項は、平成26 年10月1 日から施行する。

附 記 

この要項は、平成28 年4 月1 日から施行する。

 

平成21 年5 月13 日 一部改正

平成 25 年 2 月 25 日 一部改正

平成 26 年 7 月 31 日 一部改正

平成 27 年 7 月 8 日 一部改正 



福祉サービス第三者評価情報公表要領 

福祉サービス第三者評価機関認証要綱（平成１４年５月１０日付１４財事業９

２号）（以下「要綱」という。） 第２条第１５号から第１９号に規定する評価結

果等の情報の公表について以下のとおり定める。

（公表の目的）

第１ 福祉サービスに関する利用者の選択、質の向上に向けた事業者の取り組

み、事業の透明性の確保に資するため、第三者評価結果等の情報を公表す

る。 

（公表内容）

第２ 東京都福祉サービス評価推進機構（以下「機構」という。）は、前条に定

める目的を果たすため、評価機関が要綱第２条第１４号に定められた様式

等により、機構に報告した内容等に基づき、別表１に定める評価結果情報、

評価機関情報、評価者情報を公表する。

ただし、個人情報保護の観点から、評価結果情報における利用者調査回

答数２以下の場合の回答結果等、並びに評価機関及び評価者情報における

評価者氏名については、公表しないものとする。

２ 機構は、前項に定める情報の他、必要な情報を公表することができる。 

（公表方法）

第３ 前条に定める情報の公開は、公益財団法人東京都福祉保健財団が運営す

るホームページ「とうきょう福祉ナビゲーション」への掲載により行う。 

（公表手続等）

第４ 第２第１項に定める評価結果情報は、評価機関が事業者へのフィードバ

ック終了後３０日以内に機構に提出するものとする。機構は、評価結果情

報が提出されてから原則として３０日以内に公表するものとする。

２ 評価結果情報は、評価機関による、当該事業者の公表の同意の確認を経

た上で公表するものとする。ただし、事業者の公表の同意を得られなかっ

た場合には、別表２に定めるとおり公表するものとする。 
  ３ 公表に関して評価機関が機構に提出する評価結果報告書等の詳細は、別

表３に定める。

４ 第２第１項に定める評価結果情報及び評価機関、評価者情報は、原則と

して評価機関から報告された内容を加除修正することなく公表するものと

する。

ただし、公序良俗に反する内容、公表により当該事業所を利用する利用

者及び関係者に著しく悪い影響を与える内容等、本制度の趣旨に照らしふ

さわしくないものと認められる場合には、機構は、情報の訂正並びに削除

を行うことができる。 
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５ 前項の措置を行う場合に、機構は必要に応じて調査を行うことができる。 

（個人情報の保護）

第５ 公表する内容は、別に定める「公益財団法人東京都福祉保健財団個人情

報の保護に関する規程」に基づき、保護・管理するものとする。 

（公表期間）

第６ 評価結果情報については、当該評価に使用した共通評価項目の年度を含

み、６年目に該当する年度の末日まで公表するものとする。 

附則 本要領は平成１６年４月１日から施行する。

附則 本要領は平成１７年６月１日から施行する。

附則 本要領は平成１９年３月８日から施行する。

附則 本要領は平成２０年４月１日から施行する。

附則 本要領は平成２１年４月１日から施行する。

附則 本要領は平成２２年１０月１日から施行する。

附則 本要領は平成２４年４月１日から施行する。

 
平成１７年６月１日  一部改正 

 
平成１９年３月８日  一部改正 

 
平成１９年１２月１３日  一部改正 

 
平成２１年３月１９日  一部改正 

 
平成２２年９月２４日  一部改正 

 
平成２４年３月１４日  一部改正 
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別表１

(１) 事業者情報 
区分 公表内容 

事業者が大切にしてい

る考え 
①事業者が大切にしている考え（事業者の理念・ビジョン・使命

など）のうち、特に重要なもの（上位５つ程度）を簡潔に記述 

期待する職員像 
①職員に求めている人材像や役割 
②職員に期待すること（職員に持って欲しい使命感） 

事業者のコメント＊ ①事業者のコメント 
(注)＊については、評価を実施した事業者によって記入される情報である。

 (２) 評価結果情報 
区分 公表内容 

評価講評 

①評価実施期間等評価の概要に関する項目 
②評価結果全体の講評に関するコメント

（特に良いと思う点・さらなる改善が望まれる点） 
③評価を実施した評価機関・評価者に関する情報等 

利用者調査 
①利用者調査実施期間等概要に関する項目 
②共通評価項目に対する回答内容 
③利用者調査全体に関するコメント 

事業評価 
①事業評価実施期間等概要に関する項目 
②共通評価項目に対する評点 
③共通評価項目に関するコメント等 

(３) 評価機関情報 
区分 公表内容 

基本情報 ①認証番号 
②評価機関名、代表者、所在地等 
③当初認証年月日等 

所属評価者 ①主たる所属評価者 
②従たる所属評価者 

評価手法や評価実績等

に関する情報

 

①標準的な評価の流れ 
②料金表 
③苦情窓口、第三者評価以外の主な業務等 
④評価実績 

評価機関の自己申告に

よる情報 
①PR 欄 
②対応可能な評価分野 
③評価者募集状況等 
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(４) 評価者情報 
区分 公表内容 

基本情報 ①評価者養成講習修了者番号 
②所属評価機関名等 

評価実績に関する情報 ①評価実績件数 
研修受講実績に関する

情報 
①フォローアップ研修受講実績等 

評価機関の自己申告に

よる情報 
①評価に関連する主な経歴 
②現職 
③評価に関連する主な資格等 

別表２

 公表区分 表示内容 

一部不同意 

別表１(１)で規定する区分のう

ち、不同意となった事項が含ま

れる区分を除くすべての区分

を公表する。 

不同意となった事項が含まれる区分に

ついて、第４第２項の規定に基づき、

「この評価結果は、事業者の同意が得

られなかったため、公開されていませ

ん」と表示する。 

全部不同意 ――― 

第４第２項の規定に基づき、「この評価

結果は、事業者の同意が得られなかっ

たため、公開されていません」と表示

する。 

別表３

 すべての項目を記載した評

価結果報告書 
不同意部分の結果を除い

た評価結果報告書 
公表不同意の 

理由書＊ 
紙媒体 電子媒体 紙媒体 電子媒体 

公表同意 ○ ○ ――― ――― ――― 

一部不同意 ○ ○ ○ ○ ○ 

全部不同意 ○ ○ ――― ――― ○ 
（注）＊については、公表不同意の理由書は、事業者が機構宛に作成するものであり、評

価機関が評価結果報告書と共に機構に提出する。
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２１財情報第１０３４号

平成２２年３月２６日 

東京都福祉サービス第三者評価認証評価機関 代表者 様

 
 

東京都福祉サービス評価推進機構

公益財団法人 東京都福祉保健財団 理事長 

（  印 章 省 略  ） 

 

 
「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第２条第１２号に規定する

「機構の定める評価手法及び共通評価項目」の策定について（通知）」 

 
福祉サービス第三者評価機関認証要綱第２条第１２号に規定する「機構の定める評価手法及び共通評価項

目」について、下記のとおり定めましたので通知します。

 なお、本通知は、平成２２年４月１日から適用し、平成２１年３月２３日付２０財事業第１１２７号通知

は平成２２年３月３１日をもって廃止します。
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（別紙）

１ 用語の定義

(1) 「共通評価項目」とは、東京都の福祉サービス第三者評価において、評価機関が必ず取り込

まなくてはならない項目であり、東京都福祉サービス評価推進機構（以下「機構」という。）

が年度ごとに評価対象福祉サービスと併せて別に定めるものをいう。 

(2) 「利用者調査」とは、共通評価項目について評価機関が利用者に対して行うアンケート又は

聞き取り等の方法や利用者と職員のかかわりの場面から利用者の様子を浮かび上がらせる方

法を用いて、利用者のサービスに対する意向や満足度を把握する手法をいう。 

(3) 「事業評価」とは、評価機関が共通評価項目を用いて、事業者による自己評価等の分析及び

訪問調査等により、組織体としてのマネジメント力や現在提供されているサービスの質を評

価する手法をいう。 

(4) 「標準項目」とは、東京都内の福祉サービス事業者が、福祉サービスの質の向上を図る観点

から、標準的に実施していることが必要であると認められる事項、又は実施するためのしく

み（取り組み）があることが必要であると認められる事項であり、事業評価の評価項目を評

価するための基準となる項目をいう。標準項目は共通評価項目に含まれる。 

(5) 「合議」とは、機構が定めた人数以上の全評価者が訪問調査前後に討議し、各々の分析結果

に基づき評価チームとしての意見、結果などの調整を行うことをいう。 

(6) 「フィードバック」とは、訪問調査実施後、評価機関が事業者に評価結果を報告し、その結

果を双方で確認したうえで合意することをいう。 

２ 評価実施にあたっての評価機関の責務 

評価機関は、評価者の選定、評価手法の遵守、評価結果の決定、事業者との連絡調整について、

責任を持って行わなければならない。 

３ 一件の評価における評価手法

(1) 一件の評価は、当該年度内に利用者調査の実施からフィードバックまでを実施すること。 

なお、一件の評価を実施する年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの期間とする。 

(2) 一件の評価では、「利用者調査」及び「事業評価」の２種類の手法を併せて用いなければな

らない。

(3) 一件の評価は、３人以上の評価者が利用者調査の実施から別に定める評価結果報告書の作

成まで、一貫して注１行うこと。ただし、機構が別に定めるサービスについては２人以上とす

ることができる。

(4) 前項の３人（又は２人）以上の評価者は、「福祉サービス分野を担当する評価者」、「組織マ

ネジメント分野を担当する評価者」を組み合わせて構成しなければならない。

(5) 評価機関は、評価の各々のプロセスにおいて、補助者の支援をうけることができるものと

する。

ただし、評価機関は、東京都福祉サービス第三者評価の趣旨及び守秘義務の遵守を補助者

に対して徹底するとともに、補助者の支援を受けることに対する事業者からの了承を得るこ

とについて、責任を持って行わなければならない。

(6) 評価機関は評価実施前に、別に定める事項について事業者に説明をし、必要な説明を行っ

たことについて文書により事業者の確認を得なければならない。

 なお、事業者の確認を得た文書は、評価結果報告書に併せて機構に提出するものとする。 

 

４ 利用者調査

(1) 利用者調査は原則として利用者本人への全数調査とする。ただし、実施にあたっては、事

業者と十分協議をし、無理のない範囲で最大限の対象設定とすることができる。

(2) 利用者調査の手法は、サービス種別ごとに別に定める。
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(3) 実地における利用者調査については、複数の評価者で実施すること。なお、３(3)ただし書

で定めるサービスにおいては、評価者１名を含む複数名で実施することができるものとする。

(4) 利用者調査の実施、集計、分析は、事業評価の訪問調査前に実施し、その結果については、

訪問調査前に事業者あて送付するとともに訪問調査の際に活用すること。  

５ 事業評価

(1) 「自己評価」は、経営層（運営管理者含む。）注２の合議及び全職員（経営層含む。）の個別

回答による。訪問調査の前に必ず実施・回収・分析の上、事業者あて送付し訪問調査で活用

すること。

 ただし、経営層（運営管理者含む。）による自己評価に参加する職員と、それ以外の職員と

に分けることが困難な小規模の事業者では、全職員が経営層（運営管理者含む。）の自己評価

に参加することで、職員個人の自己評価を省略することができる。

(2) 事業者への訪問調査は、「福祉サービス分野を担当する評価者」、「組織マネジメント分野を

担当する評価者」各１名以上で実施し、組織マネジメントや当該評価対象事業者が提供して

いるサービスの質について評価できる体制を確保しなければならない。

(3) 「訪問調査」では、利用者調査及び自己評価実施後、評価者が事業者を訪問し、利用者調

査及び自己評価実施の集計・分析結果に関する説明の実施、現地調査、評価機関の事前分析

結果に基づく経営層（運営管理者含む。）等へのヒアリング並びに標準項目の確認、その他評

価に関する必要な情報の収集・確認を行うものとする。 

(4) 評価項目ごとの評点、全体の評価講評、評価項目に対する講評、事業者が特に力を入れて

いる取り組み等の評価結果は、訪問調査を実施した評価者を含む３人（３(3)ただし書で定め

たサービスにおいては２人）以上の合議により決定すること。

なお、評価項目ごとの評点等は、別表に定める基準により決定すること。

 

６ 事業者へのフィードバック

(1) 評価結果及び結果分析により把握した課題については、速やかに事業者へ報告すること。

(2) 報告にあたっては、評価結果等について事業者に説明等を行い、見解に相違のある点につ

いては、十分に話し合いを行うこと。

(3) 評価結果報告書の公表に対する同意・不同意等の意向を事業者に確認すること。 

７ 機構への評価結果報告

(1) 評価機関は、評価結果報告書の公表に対する事業者の同意・不同意にかかわらず３０日以

内に評価結果報告書及びデジタルデータにより、評価結果を機構へ報告すること。

(2) 評価結果等の公表に関する詳細については、福祉サービス第三者評価情報公表要領に定め

る。 

８ 個人情報の取り扱い

(1) 評価の過程で収集する情報についての取り扱いは、事業者と取り交わす契約書に明記し、

遵守すること。

なお、契約書に明記する必要がある事項は、次のとおりとする。

ア 収集する情報は評価実施に必要な最小限のものとし評価以外の目的に使用しないこと。

イ 個人情報が記載された書類は、事業所外へ持ち出さないこと。

ウ 保存年限到達後は速やかに廃棄すること。

(2) 評価の実施にあたって、事業者に対し、事業者が利用者の同意を得る旨の確認を行うこと。

(3) 利用者調査及び自己評価により得られた各個人の回答は当該評価機関以外の者が見ること

のない回収方法を採用するとともに個人を特定できないように最善の配慮・措置を講ずるこ

と。 
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９ その他 

(1) やむを得ずこの通知及びその他の通知で定める評価手法を遵守できなくなった場合は、機

構まで速やかに連絡し、今後の対応について判断を仰ぐこと。

(2) この通知に定めるもののほか、評価を実施するにあたり必要な事項がある場合は別に定め

る。

(3) 機構が必要と認める場合は、この通知の規定によらないことができるものとし、その取り

扱いについては別に定める。 

 

注１：「一貫して」とは、利用者調査の実施から評価結果報告書の作成まで関与することを意味する。

従って、少なくとも利用者調査開始時（調査票配付時）までには、当該事業者を評価する３人（又

は２人）以上の評価者が決定されていなければならない。 
注２：「経営層（運営管理者含む。）」とは、原則として直接事業者の経営・運営に責任を負っている

施設長、事務長、各部門の長等重要事項を決定する権限を有するメンバーをいう。 
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別表 評点基準等

１ カテゴリー１から７まで 

評価項目ごとに、当該評価項目に属する標準項目の数に応じ、下表(1)～(6)に基づき評点を決

定する。

ただし、非該当を適用した標準項目は、当該評価項目に属する標準項目の数に含めない。

なお、標準項目を満たしているとすることができるのは、次のすべてを充足した場合とする。

ア 事業者が当該事項を実施していること。

イ その実施が継続的（必要性を認識し、計画的）であること。

ウ その根拠が示せること。 

（1）評価項目に属する標準項目が６つの場合 

評点 評点基準 

○○○○○○ 標準項目をすべて満たしている状態 

○○○○○● 標準項目を１つ満たしていない状態 

○○○○●● 標準項目を２つ満たしていない状態 

○○○●●● 標準項目を３つ満たしていない状態 

○○●●●● 標準項目を４つ満たしていない状態 

○●●●●● 標準項目を５つ満たしていない状態 

●●●●●● 標準項目をすべて満たしていない状態 

（2）評価項目に属する標準項目が５つの場合 

評点 評点基準 

○○○○○ 標準項目をすべて満たしている状態 

○○○○● 標準項目を１つ満たしていない状態 

○○○●● 標準項目を２つ満たしていない状態 

○○●●● 標準項目を３つ満たしていない状態 

○●●●● 標準項目を４つ満たしていない状態 

●●●●● 標準項目をすべて満たしていない状態 

（3）評価項目に属する標準項目が４つの場合 

評点 評点基準 

○○○○ 標準項目をすべて満たしている状態 

○○○● 標準項目を１つ満たしていない状態 

○○●● 標準項目を２つ満たしていない状態 

○●●● 標準項目を３つ満たしていない状態 

●●●● 標準項目をすべて満たしていない状態 

（4）評価項目に属する標準項目が３つの場合 

評点 評点基準 

○○○ 標準項目をすべて満たしている状態 

○○● 標準項目を１つ満たしていない状態 

○●● 標準項目を２つ満たしていない状態 

●●● 標準項目をすべて満たしていない状態 

（5）評価項目に属する標準項目が２つの場合 

評点 評点基準 

○○ 標準項目をすべて満たしている状態 

○● 標準項目を１つ満たしていない状態 

●● 標準項目をすべて満たしていない状態 
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（6）評価項目に属する標準項目が１つの場合 

評点 評点基準 

○ 標準項目を満たしている状態 

● 標準項目を満たしていない状態 

２ カテゴリー８  

評価項目ごとに、事業者の取り組み状況及び活動成果に応じ、下表のいずれかの標語を決定す

る。

なお、各評価項目を確認するための視点は、カテゴリー１～７の取り組みに関連した成果で、

各評価項目の趣旨に則り成果があったか否かの確認とする。

改善に向けた計画的な取り組みが行われており、成果として現れている 

改善に向けた計画的な取り組みが行われているが、成果としては現れていない 

改善に向けた計画的な取り組みが行われていない 

附  則

 本通知は平成２３年４月１日から施行する。

附  則

 本通知は平成２４年４月１日から施行する。

附  則

 本通知は平成２５年４月１日から施行する。

 
平成 23 年 3 月 22 日   一部改正

平成 24 年 3 月 21 日   一部改正

平成 25 年 3 月 4 日   一部改正 
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２１財情報第１０３５号

平成２２年３月２６日

一 部 改 正

２３財情報第１０２０号

平成２４年３月２１日 

東京都福祉サービス第三者評価認証評価機関 代表者 様

 

東京都福祉サービス評価推進機構

公益財団法人 東京都福祉保健財団 理事長 

（  印 章 省 略  ） 

 

東京都福祉サービス第三者評価における利用者調査とサービス項目を

中心とした評価の実施について（通知）  

 

 このことについて、平成２１年度から、利用者調査とサービス項目を中心とした評価(以下「サ

ービス項目を中心とした評価」という。) を実施することとし、機構が必要と認める福祉サービ

ス種別については、サービス提供事業者が「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第２条第１２

号に規定する機構の定める評価手法及び共通評価項目」の策定について（通知）」（平成２２年３

月２６日付２１財情報第１０３４号通知。以下「１０３４号通知」という。）に基づく評価（以

下「標準の評価」という。）との選択により評価に取り組めることとしています。

 ついては、サービス項目を中心とした評価の適切な実施を確保するため、下記のとおり定めま

したので通知します。

なお、本通知は、平成２２年４月１日から適用し、平成２１年３月２３日付２０財事業第１１

２８号通知は平成２２年３月３１日をもって廃止します。 

 

記 

１ 評価対象福祉サービス

  サービス項目を中心とした評価を実施できる福祉サービス種別は、年度ごとに別に定める。

  当該評価対象福祉サービス種別については、標準の評価との選択により評価を実施できるもの

とする。 

２ 共通評価項目

  サービス項目を中心とした評価の共通評価項目は、利用者調査及び事業評価について年度ごと

に定める。

ただし、事業評価の共通評価項目はサービス項目について設定するものとする。
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３ 実施方法 

(1) サービス項目を中心とした評価についても、標準の評価と同様、１０３４号通知に基づき

評価を実施するものとする。

ただし、１０３４号通知の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

ア １０３４号通知３(3)に規定する評価者の人数について２人以上とする。

イ １０３４号通知３(4)に規定する評価者の組み合わせについて適用しない。

ウ １０３４号通知５(2)に規定する訪問調査の実施体制については、「事業者への訪問調査

は、複数の評価者で実施し、当該評価対象事業者が提供しているサービスの質等について

評価できる体制を確保しなければならない。」とする。 

(2) 評価項目ごとの評点は、１０３４号通知別表の「１ カテゴリー１から７まで」の基準に基づ

き決定するものとする。 

４ その他

  サービス項目を中心とした評価を実施するにあたり必要な事項がある場合は別に定める。

 

附  則

 本通知は、平成２４年４月１日から施行する。 
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313

東京都福祉サービス第三者評価認証評価機関 代表者 様

 

東京都福祉サービス評価推進機構

公益財団法人 東京都福祉保健財団 理事長 

（  印 章 省 略  ） 

 

平成２８年度東京都福祉サービス第三者評価の評価手法について（通知） 

 

このことについて、「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第２条第１２号に規定する「機構の

定める評価手法及び共通評価項目」の策定について（通知）」（平成２２年３月２６日付２１財情報

第１０３４号。以下「１０３４号通知」という。）及び「東京都福祉サービス第三者評価における

利用者調査とサービス項目を中心とした評価の実施について（通知）」（平成２２年３月２６日付２

１財情報第１０３５号。以下「１０３５号通知」という。）に基づき、下記のとおり定めましたの

で通知します。

 評価の実施にあたっては、本通知を遵守してください。

 なお、この通知の適用期間は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までとします。

 

 

記 

１ 評価対象福祉サービス

  １０３４号通知別紙１(1)及び１０３５号通知１に定める評価対象福祉サービスは、別表１の

とおりとする。

ただし、東京都内に所在する別表１に定める福祉サービスを提供している事業所を対象とする。

なお、東京都外に所在する事業所について機構が必要と認めた場合はこの限りではない。 

２ ２人以上の評価者で評価を実施できるサービス

  １０３４号通知別紙３(3)ただし書に定める「機構が別に定めるサービス」は、別表２のとお

りとする。 

３ 福祉サービス第三者評価結果報告書の作成 

１０３４号通知別紙３(3)に定める評価結果報告書の様式は、別紙のとおりとする。

なお、評価結果報告書には次の事項について記載する。

(1) 評価の概要

(2) ｢事業者が大切にしている考え｣及び「期待する職員像」

(3) 利用者調査の結果 

２７財情報第１６５５号

平成２８ 年３月１ 日 
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(4) 事業評価の結果 

ア 評価項目ごとの評点等 

１０３４号通知の別表に基づき、共通評価項目に定める評価項目ごとに評点等を記入す

る。

イ 評価項目に関する講評等 

別表３に定める各カテゴリー区分に応じた記入単位ごとに、1 つ以上３つ以内で記入す

る。 

   ウ 事業者が特に力を入れている取り組み 

別表４に定める基準により、１件の評価につき、３つ以内で記入できる。 

エ 全体の評価講評 

事業者の自己評価結果、利用者調査結果等も考慮し、総合的に判断して評価を行い、「特

に良いと思う点」、「さらなる改善が望まれる点」を３つずつ記入する。

ただし、１０３５号通知による評価については、２つ以上３つ以内で記入する。 

４ 利用者調査 

１０３４号通知別紙４(2)に定める利用者調査実施の具体的な手法は、「アンケート方式」、「聞

き取り方式」及び「場面観察方式」とする。

サービス種別ごとの実施方法は、サービス利用の形態によりサービスを「訪問系」、「通所系」

及び「入所系」に分類したうえで、別表５に定めるとおりとする。 

５ 評価実施期間

 平成２８年度の評価実施期間は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までとする。 
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別表１ 評価対象福祉サービス

（1）１０３４号通知別紙１（1）に基づく評価 

訪問介護

訪問入浴介護
訪問看護
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム・ケアハウス）
福祉用具貸与
居宅介護支援
通所介護【デイサービス】
地域密着型通所介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
介護老人保健施設
軽費老人ホーム（Ａ型)
軽費老人ホーム（Ｂ型）
軽費老人ホーム（ケアハウス）
都市型軽費老人ホーム
養護老人ホーム
小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護
居宅介護
短期入所
生活介護
生活介護（主たる利用者が重症心身障害者）
自立訓練（機能訓練）
自立訓練（生活訓練）
宿泊型自立訓練
就労移行支援
就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ｂ型
多機能型事業所
障害者支援施設
共同生活援助（グループホーム）
児童発達支援センター
児童発達支援センター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

医療型児童発達支援センター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

児童発達支援事業
児童発達支援事業（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

放課後等デイサービス
放課後等デイサービス（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

障害児多機能型事業所
障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

福祉型障害児入所施設（旧知的障害児施設）
福祉型障害児入所施設（旧第二種自閉症児施設）
福祉型障害児入所施設（旧ろうあ児施設）
医療型障害児入所施設（旧肢体不自由児施設）
医療型障害児入所施設（旧重症心身障害児施設）

サービス種別

高　　齢

障　　害
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認可保育所

認定こども園

認証保育所Ａ型・Ｂ型
母子生活支援施設
児童養護施設
児童自立支援施設
児童自立生活援助事業【自立援助ホーム】
乳児院
婦人保護施設
救護施設
更生施設
宿所提供施設

対象サービス数 合計　５９　サービス

サービス種別

子ども家庭

婦人保護・保護

注）地域密着型サービスの評価対象は上記｢小規模多機能型居宅介護」｢認知症対応型共同生活介護
【認知症高齢者グループホーム】」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「看護小規模多機能型
居宅介護」「地域密着型通所介護」の５サービスとする。また、介護予防サービスは上記｢小規模多
機能型居宅介護｣「認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】」のみ含むものと
し、他の介護予防サービスは評価対象外とする。
「多機能型事業所」とは、｢生活介護｣「自立訓練(機能訓練)」「自立訓練(生活訓練)」「宿泊型自
立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援Ａ型」「就労継続支援Ｂ型」の７サービスのうち、複数
サービスを実施している事業所を指す。
「障害者支援施設」とは、「多機能型事業所」で示した７サービスから「宿泊型自立訓練」を除い
た６サービスのうちいずれかのサービスまたは複数のサービスに加え「施設入所支援」を実施して
いる事業所を指す。
「障害児多機能型事業所」とは、「児童発達支援センター」「児童発達支援事業」「放課後等デイ
サービス」の３サービスのうち、複数サービスを実施している事業所を指す。
「障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）」とは、「児童発
達支援センター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）」「医療型児童発達支援セ
ンター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）」「児童発達支援事業（主たる利用
者が重症心身障害児または肢体不自由児）」「放課後等デイサービス（主たる利用者が重症心身障
害児または肢体不自由児）」の４サービスのうち、複数サービスを実施している事業所を指す。

（2）１０３５号通知１（利用者調査とサービス項目を中心とした評価）に基づく評価を実施でき

るサービス

訪問介護

訪問入浴介護
訪問看護
福祉用具貸与
居宅介護支援
通所介護【デイサービス】
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護
生活介護
自立訓練（機能訓練）
自立訓練（生活訓練）
宿泊型自立訓練
就労移行支援
就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ｂ型
多機能型事業所
共同生活援助（グループホーム）

対象サービス数 合計２０サービス

サービス種別

高   齢

障   害
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別表２ ２人以上の評価者で評価を実施できるサービス 

サービス種別

訪問介護

訪問入浴介護
訪問看護
福祉用具貸与
居宅介護支援
通所介護【デイサービス】

短期入所生活介護【ショートステイ】
小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）

高   齢

看護小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

認証保育所Ｂ型

対象サービス数 合計　２１サービス

子ども家庭
児童自立生活援助事業【自立援助ホーム】

児童発達支援事業
児童発達支援事業（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

地域密着型通所介護

認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）

障　 害

居宅介護
短期入所

放課後等デイサービス
放課後等デイサービス（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

共同生活援助（グループホーム）

別表３ 講評等記入単位

下表の各カテゴリー区分に応じた記入単位ごとに、講評等を記入すること。 
カテゴリー区分 記入単位 

カテゴリー１～５・７ カテゴリーごとに記入 

カテゴリー６ 

サブカテゴリー１～３、 
サブカテゴリー５

サブカテゴリー６ 
サブカテゴリーごとに記入 

サブカテゴリー４ 評価項目ごとに記入 
カテゴリー８ 評価項目ごとに記入 
利用者保護に関する項目 （※） 評価項目ごとに記入 

  （※）「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」実施の場合

別表４ ｢事業者が特に力を入れている取り組み｣の判断基準

事業者が力を入れている取り組みであって、次のすべてを満たしている場合に記入できる。 
1 いずれかの評価項目のねらいに合致した取り組みであること。 

2 当該評価項目に属する標準項目の１つ以上を満たしていること。 

3 
創意工夫、独自性や先進性などの観点から、利用者の選択情報や他の事業者のサービスの

質の向上のモデルとして評価できる取り組みであること。 
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別表５ 平成２８年度利用者調査方法一覧

【調査方法】

 ①共通評価項目による調査 

アンケート方式  共通評価項目に則った質問に利用者本人が調査票等に記入し、回答する方

式とする。 

聞き取り方式   共通評価項目に則った質問を評価者等が利用者本人から回答を聞き取る

方式とする。 

 ②利用者と職員のかかわりの場面から利用者の様子を浮かび上がらせる調査 

場面観察方式   利用者が生活している様子を間接的に浮かび上がらせる調査として、評価

機関は調査時に接することができた「利用者と職員の相互関係の場面」を見

て、事業者は利用者支援の考え方や調査結果に対して、それぞれコメントを

公表する方式とする。 

【サービスの形態による調査実施方法】

訪問系･･････利用者が自宅でサービスを利用している形態で、アンケート方式により調査を実施

する。 

通所系･･････利用者が自宅から施設等に通ってサービスを利用している形態で、基本的にはアン

ケート方式により調査を実施するが、施設等に滞在している時に聞き取り方式の実施

も可能とする。 

入所系･･････利用者が施設等に居住してサービスを利用している形態で、事業者と評価機関の協

議により、一人ひとりの利用者についてアンケート方式による実施か聞き取り方式に

よる実施か決定したうえで調査を実施する。

有効回答者数が３未満の場合には、場面観察方式を実施する。

なお、障害者支援施設においては、実施するサービスそれぞれの有効回答者数では

なく、事業所全体での有効回答者数が３未満であった場合に場面観察方式を実施す

る。 

その他･･････あらかじめ場面観察方式により実施することとなっているサービスについては形

態によらず、場面観察方式により実施すること。また、家族等に対するアンケート方

式についてもあわせて実施すること。 

※１ 調査対象が家族等または保護者等の場合は、上記にかかわらずアンケート方式により実施

する。 

※２ 別表５における「家族等」と「保護者等」の使い分けについては、場面観察方式と合わせ

て行う家族アンケートの対象者は「家族等」とし、保護者等も含め利用者と位置付けてい

るサービスにおいては「保護者等」としている。 
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別表５【平成28年度利用者調査方法一覧】

1 訪問介護 高齢

2 訪問入浴介護 高齢
少なくとも六ヶ月の期間を設け、その期間内の
利用者全員を対象とする。（二百名を超える場
合は、二百名を任意抽出する）

3 訪問看護 高齢

4 福祉用具貸与 高齢
給付管理の対象となっている登録者全員とす
るが、二百名を超える場合は二百名を任意抽
出する。

5 居宅介護支援 高齢
給付管理の対象となっている登録者全員とす
る。

6 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 高齢

7 居宅介護 障害

8 通所介護【デイサービス】 高齢 登録者全員とする。

9 地域密着型通所介護 高齢 登録者全員とする。

10 短期入所生活介護【ショートステイ】 高齢
少なくとも一ヶ月の期間を設け、その期間内の
利用者全員（実数）とする。

11 小規模多機能型居宅介護（介護予防含む） 高齢 登録者全員とする。

12 看護小規模多機能型居宅介護 高齢 登録者全員とする。

13 短期入所 障害
少なくとも一ヶ月の期間を設け、その期間内の
利用者全員（実数）とする。

14 生活介護 障害 登録者全員とする。

15 自立訓練(機能訓練) 障害 登録者全員とする。

16 自立訓練(生活訓練) 障害 登録者全員とする。

17 宿泊型自立訓練 障害 登録者全員とする。

18 就労移行支援 障害 登録者全員とする。

19 就労継続支援Ａ型 障害 登録者全員とする。

20 就労継続支援Ｂ型 障害 登録者全員とする。

21 多機能型事業所 障害 登録者全員とする。

22 児童発達支援センター 障害 保護者等とする。

23 児童発達支援事業 障害 保護者等とする。

24 放課後等デイサービス 障害 登録者全員とする。

25 障害児多機能型事業所 障害
児童発達支援センター、児童発達支援事業は
保護者等とする。

26 認可保育所 子ども家庭 保護者等とする。

27 認定こども園 子ども家庭 保護者等とする。

28 認証保育所Ａ型・Ｂ型 子ども家庭 保護者等とする。

29
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム・ケアハウ
ス）

高齢

30 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 高齢

31 介護老人保健施設 高齢

32 軽費老人ホーム（Ａ型） 高齢

33 軽費老人ホーム（Ｂ型） 高齢

34 軽費老人ホーム（ケアハウス） 高齢

35 都市型軽費老人ホーム 高齢

訪
問
系
サ

ビ
ス

通
所
系
サ

ビ
ス

入
所
系
サ

ビ
ス

No. サービス種別 調査対象設定分野
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36 養護老人ホーム 高齢

37 障害者支援施設 障害

38 共同生活援助【グループホーム】 障害

39 福祉型障害児入所施設（旧ろうあ児施設） 障害

40 医療型障害児入所施設（旧肢体不自由児施設） 障害

41 母子生活支援施設 子ども家庭 母親、児童両方とする。

42 児童養護施設 子ども家庭

43 児童自立支援施設 子ども家庭

44 児童自立生活援助事業【自立援助ホーム】 子ども家庭

45 婦人保護施設 婦人保護・保護

46 救護施設 婦人保護・保護

47 更生施設 婦人保護・保護

48 宿所提供施設 婦人保護・保護
主に世帯主を対象とする世帯ごとの調査とす
る。

49
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループ
ホーム】（介護予防含む）

高齢

50 生活介護（主たる利用者が重症心身障害者） 障害

51
児童発達支援センター（主たる利用者が重症心身障害児
または肢体不自由児）

障害

52
医療型児童発達支援センター（主たる利用者が重症心身
障害児または肢体不自由児）

障害

53
児童発達支援事業（主たる利用者が重症心身障害児ま
たは肢体不自由児）

障害

54
放課後等デイサービス（主たる利用者が重症心身障害児
または肢体不自由児）

障害

55
障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害
児または肢体不自由児）

障害

56 福祉型障害児入所施設（旧知的障害児施設） 障害

57 福祉型障害児入所施設（旧第二種自閉症児施設） 障害

58 医療型障害児入所施設（旧重症心身障害児施設） 障害

59 乳児院 子ども家庭
併用する家族等に対するアンケート調査は、
少なくとも一ヶ月の期間を設け、その期間内の
初回に面会に訪れた人全員を対象とする。

あ
ら
か
じ
め
場
面
観
察
方
式
を
実
施
す
る
サ

ビ
ス

入
所
系
サ

ビ
ス

No. サービス種別 分野 調査対象設定
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東京都福祉サービス第三者評価認証評価機関 代表者 様

 

東京都福祉サービス評価推進機構

公益財団法人 東京都福祉保健財団 理事長 

（  印 章 省 略  ） 

 

平成２８年度東京都福祉サービス第三者評価の共通評価項目について（通知） 

 

このことについて、「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第２条第１２号に規定する「機構の

定める評価手法及び共通評価項目」の策定について（通知）」（平成２２年３月２６日付２１財情報

第１０３４号）別紙１（１）及び「東京都福祉サービス第三者評価における利用者調査とサービス

項目を中心とした評価の実施について（通知）」（平成２２年３月２６日付２１財情報第１０３５号）

２に基づき、下記のとおり定めましたので通知します。

 評価の実施にあたっては、福祉サービス第三者評価機関認証要綱及び関係通知を遵守してくださ

い。

なお、この通知の適用期間は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までとします。 

 

記 

１ 平成２８年度共通評価項目 

(1) 組織マネジメント項目（全サービス共通）

   別紙１のとおり

ただし、別表１に定めるサービスの評価においては、別表２の項目の実施を任意とする。

なお、事業者の実態として当該項目に該当する場合は、評価の対象とする。 

(2) サービス項目（各サービス別）

   別紙２のとおり

(3) 利用者調査項目（各サービス別）

   別紙３のとおり

２ 共通評価項目の非該当の適用 

事業所のサービスの実態として、評価の対象とならないと思われる場合は、東京都福祉サービ

ス評価推進機構の了承を得て「非該当」を適用することができる。 

２７財情報第１６５６号

平成２８ 年３月１ 日 
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別表１

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

福祉用具貸与

居宅介護支援

小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）

認知症対応型共同生活介護
【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

看護小規模多機能型居宅介護

共同生活援助（グループホーム）

居宅介護

認証保育所Ｂ型

児童自立生活援助事業【自立援助ホーム】

合計　１３サービス

別表２

カテゴリー２　経営における社会的責任

サブカテゴリー２　地域の福祉に役立つ取り組みを行っている

　 評価項目１　事業所の機能や福祉の専門性をいかした取り組みがある

評価項目２　ボランティア受け入れに関する基本姿勢を明確にし、体制を確立している

共通評価項目に定める組織マネジメント項目のうち、別表１のサービスの評価において実施
を任意とする項目

共通評価項目に定める組織マネジメント項目のうち、評価において別表２の項目の実施を
任意とするサービス

サービス種別

対象サービス数

高  　齢

子ども家庭

障　  害

 

 

＊別紙１～３については、本ガイドブック付録の「共通評価項目解説 CD-R」に収録されているため、

紙面での掲載を省略しています。 
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２７財情報第１５４４号

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 １ 日 

東京都福祉サービス第三者評価認証評価機関 代表者 様

 

東京都福祉サービス評価推進機構

公益財団法人 東京都福祉保健財団 理事長 

（  印 章 省 略  ） 

 

東京都福祉サービス第三者評価における多機能型事業所及び障害者支援施設の

評価実施における取扱いについて（通知）  

 

障害者総合支援法に基づく多機能型事業所及び障害者支援施設の評価実施における取扱いについて、

下記のとおり定めましたので、通知します。

なお、平成２５年３月４日付２４財情報第１０６３号通知は平成２８年３月３１日をもって廃止する。

 

記 

１ 多機能型事業所及び障害者支援施設の評価

  多機能型事業所については、実施している別表１のすべてのサービスに属する共通評価項目を取り

込んで行う。また、障害者支援施設については、実施している別表２のすべてのサービスに属する共

通評価項目を取り込んで行う。 

２ 評価対象サービスの新設及び廃止の取扱いについて 

多機能型事業所及び障害者支援施設の評価を実施する場合、評価対象となるサービスの新設の有無

について確認し、原則として当該年度における事業所の実施サービスが確定した後に評価の契約を行

うこと。

ただし、契約締結後、フィードバックまでに緊急の事情により廃止したサービスがある場合は、フ

ィードバック時点の提供サービスを評価対象サービスとする。

 

３ 適用年月日

  平成２８年４月１日 
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別表１ 多機能型事業所の評価における対象福祉サービス 

サービス種別 

障  害 

生活介護 

自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

宿泊型自立訓練 

就労移行支援 

就労継続支援Ａ型 

就労継続支援Ｂ型 

対象サービス数 合計７サービス 

 

別表２ 障害者支援施設の評価における対象福祉サービス 

サービス種別 

障  害 

生活介護 

自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援Ａ型 

就労継続支援Ｂ型 

施設入所支援 

対象サービス数 合計７サービス 

 



２６財情報第１５９５号 

平成２７年２月２３日  

 

東京都福祉サービス第三者評価認証評価機関 代表者 様 

 

東京都福祉サービス評価推進機構

公益財団法人 東京都福祉保健財団 理事長 

（  印 章 省 略  ） 

 

東京都福祉サービス第三者評価における障害児通所支援等の

評価の実施について（通知） 

 

 障害児通所支援等の評価の実施について、下記のとおり定めましたので、通知します。

なお、本通知は、平成２７年４月１日から適用し、平成２６年３月１４日付２５財情報第１５１６

号通知は平成２７年３月３１日をもって廃止します。 

 

記 

１ 評価対象福祉サービス 

本通知における障害児通所支援等サービスは、別表１のとおりとする。

  障害児通所支援等においては、利用者実態に応じて、「主たる利用者が重症心身障害児または肢体

不自由児」か、それ以外かでサービス種別を定める。 

２ 主たる利用者が重症心身障害児（者）の事業所の評価 

平成２４年４月１日より、重症心身障害児（者）通園事業に在籍していた１８歳以上の利用者は、

障害者総合支援法に基づくサービスである生活介護に移行することとなったが、重症心身障害児（者）

には、児・者一貫した支援を確保する方針であることから、評価制度上も、主たる利用者が重症心身

障害児（者）の事業所については、生活介護（主たる利用者が重症心身障害者）事業所と一体的評価

を行う。 

３ 共通評価項目 

障害児通所支援等の評価で使用する共通評価項目は、利用者調査及び事業評価について年度ごとに

別に定める。 

（１）障害児多機能型事業所及び障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不

自由児）について

当該事業所が実施しているすべての障害児通所支援サービス等の共通評価項目を用いて評価を

行うこと。 

（２）一体的評価を行う事業所について 

利用者調査は、当該事業所が実施しているすべての障害児通所支援サービス等の共通評価項目を

用いて行うこと。
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４ 評価実施における評価対象サービスの新設及び終了時の考え方について 

障害児多機能型事業所、障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由

児）及び一体的評価を行う事業所の評価を実施する場合、原則として、評価対象となるサービスの新

設の有無について確認し、当該年度における事業所の実施サービスが確定した後に評価の契約を行う

こと。

ただし、契約締結後、フィードバックまでに緊急の事情により実施が終了したサービスがある場合

は、フィードバック時点の提供サービスを評価対象サービスとする。 

５ 主たる利用者の判断と一体的評価について

 障害児通所支援等における「主たる利用者の判断」や「一体的評価を行う事業所の判断」について

は、機構が東京都から提供された情報に基づき、事業所一覧を各評価機関に通知すると共に「とうきょ

う福祉ナビゲーション」第三者評価ページ内の「評価機関掲示板」に掲載する。事業所一覧に従い、

評価を実施すること。 

６ その他

  障害児通所支援等の評価において疑義が生じた場合は、すみやかに東京都福祉サービス評価推進機

構に問い合わせること。 
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別表1

生活介護（主たる利用者が重症心身障害者）注１

児童発達支援センター

児童発達支援センター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

医療型児童発達支援センター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

児童発達支援事業

児童発達支援事業（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

障害児多機能型事業所　注２

障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）注３

合計１０サービス

障害児通所支援等
サービス

対象サービス数

サービス種別

  

注１ 生活介護（主たる利用者が重症心身障害者） 

生活介護事業所のうち、平成２３年４月１日の時点で１８歳以上利用者のみが在籍していた重症

心身障害児（者）通園事業であり、平成２４年の児童福祉法改正により生活介護に移行した事業所

を「生活介護（主たる利用者が重症心身障害者）」という。 

注２ 障害児多機能型事業所 
児童発達支援センター、児童発達支援事業、放課後等デイサービスの３サービスのうち、複数の

サービスを実施している事業所を「障害児多機能型事業所」という。 

注３ 障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児） 
児童発達支援センター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）、医療型児童発達

支援センター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）、児童発達支援事業（主たる

利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）、放課後等デイサービス（主たる利用者が重症心身

障害児または肢体不自由児）の４サービスのうち、複数のサービスを実施している事業所を「障害

児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）」という。 
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 ２６財情報第１５９６号 

平成２７年２月２３日  

 

東京都福祉サービス第三者評価認証評価機関 代表者 様 

 

東京都福祉サービス評価推進機構

公益財団法人 東京都福祉保健財団 理事長 

（  印 章 省 略  ） 

 

東京都福祉サービス第三者評価における障害児入所施設の

評価の実施について（通知） 

 

 障害児入所施設の評価の実施について、下記のとおり定めましたので、通知します。

なお、本通知は、平成２７年４月１日から適用し、平成２６年３月１４日付２５財情報第１５１５

号通知は平成２７年３月３１日をもって廃止します。

 

記 

１ 評価対象福祉サービス 

本通知における障害児入所施設は、別表１のとおりとする。 

２ 共通評価項目 

障害児入所施設の評価で使用する共通評価項目は、利用者調査及び事業評価について年度ごとに別

に定める。 

３ １８歳以上の利用者が在籍する事業所の取り扱いについて

  平成２４年３月３１日の時点で、１８歳以上の利用者が在籍していた障害児入所施設のうち、平成

２４年４月１日以降、新たに障害者総合支援法に基づくサービス（障害者支援施設、療養介護等）の

指定を取得した事業所については、機構が別に定める表に基づき、併設する障害児入所施設に含め、

一体的評価を行う。 

４ 評価実施における評価対象サービスの新設及び終了時の考え方について 

１８歳以上の利用者が在籍する事業所の評価を実施する場合、原則として、評価対象となるサービ

スの新設の有無について確認し、当該年度における事業所の実施サービスが確定した後に評価の契約

を行うこと。

ただし、契約締結後、フィードバックまでに緊急の事情により実施が終了したサービスがある場合

は、フィードバック時点の提供サービスを評価対象サービスとする。 

５ 旧サービス体系の判断と一体的評価について

  障害児入所施設における「サービス種別の判断」及び「一体的評価を行う事業所の判断」について

は、機構が東京都から提供された情報に基づき、事業所一覧を各評価機関に通知すると共に「とうき

ょう福祉ナビゲーション」第三者評価ページ内の「評価機関掲示板」に掲載する。事業所一覧に従い、

評価を実施すること。 
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６ その他

  障害児入所施設の評価において疑義が生じた場合は、契約前に東京都福祉サービス評価推進機構に

問い合わせること。 

 

別表1

福祉型障害児入所施設（旧知的障害児施設）

福祉型障害児入所施設（旧第二種自閉症児施設）

福祉型障害児入所施設（旧ろうあ児施設）

医療型障害児入所施設（旧肢体不自由児施設）

医療型障害児入所施設（旧重症心身障害児施設）

合計５サービス対象サービス数

サービス種別

障害児入所施設
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２７財情報第１６２１号

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 １ 日 

東京都福祉サービス第三者評価認証評価機関 代表者 様

 

東京都福祉サービス評価推進機構

公益財団法人 東京都福祉保健財団 理事長 

（  印 章 省 略  ） 

 

東京都福祉サービス第三者評価における共同生活援助（グループホーム）の

評価の実施について（通知）  

 

共同生活援助（グループホーム）の評価の実施について、下記のとおり定めましたので、通知し

ます。

 

記 

１ １件の評価について 

グループホームでは、１つの事業所で複数のユニットが設置されている場合があるが、評価を行う

にあたっては、設置されている全てのユニットを対象として、事業所単位（事業所番号ごと）に評価

を実施する。 
 

２ 利用者調査について 

同一の事業所番号で複数のユニットが設置されている場合は、ユニットごとに利用者調査の集計が

可能となるように、アンケート用紙にユニット名記載欄を設ける等、調査票等を工夫して実施する。

ただし、評価機関は、利用者に対し、個別のアンケート調査の情報は評価機関止まりであること、

また、利用者の発言がそのまま事業者へ報告されることはないことを確実に周知する。さらに、事業

者に対して、回答者が特定できないよう調査結果を加工した上でフィードバックを行うように注意す

る。 

 

３ 訪問調査について

（１）訪問調査で現地調査するユニット数 

訪問調査で現地調査するユニット数は下記のとおりとする。 

１事業所番号の 
ユニット数 

現地調査するユニット数 

３ユニット以内 全ユニット現地調査する 

４ユニット以上 ３ユニット以上現地調査する 
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（２）現地調査するユニットの選定 

４ユニット以上設置されたグループホームにおいて、現地調査するユニットは、評価機関が主

体となり以下の項目を全て考慮して選定する。

①ユニットごとの特徴（通過型・滞在型ユニット、旧ケアホーム等）

②前回の評価で現地調査していないユニット

③利用者調査の結果

なお、「現地調査したユニット名」及びその「選定理由」は、報告書にて機構に報告する。た

だし、公表されるのは「現地調査したユニット名」のみとする。 

 
４ アンケート用紙の提出について 

利用者調査をアンケート方式で実施した場合は、報告書提出の際に、アンケート用紙の様式のサン

プルも併せて推進機構に提出する。 
 

 



２１財情報第１０３６号

平成２２年３月２６日

一 部 改 正

２３財情報第１０２１号

平成２４年３月２１日 

東京都福祉サービス第三者評価認証評価機関 代表者 様

 

東京都福祉サービス評価推進機構

公益財団法人 東京都福祉保健財団 理事長 

（  印 章 省 略  ） 
 

 
福祉サービス第三者評価に関する事前説明及び確認について（通知） 

 このことについて、「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第２条第１２号に規定する「機

構の定める評価手法及び共通評価項目」の策定について（通知）」（平成２２年３月２６日付

２１財情報第１０３４号）３(6)の規定に基づき、下記のとおり定めましたので通知します。

 事業者に対する事前説明の実施にあたっては、本通知を遵守してください。

 なお、本通知は、平成２２年４月１日から適用し、平成２１年３月２３日付２０財事業第

１１２９号通知は平成２２年３月３１日をもって廃止します。

 
記 

１ 事前説明事項 
評価のプロセスに関する事項のうち、評価機関が評価の実施に際し、事業者に対してあ

らかじめ説明すべき事項を、別紙のとおり定める。

ただし、東京都福祉サービス評価推進機構（以下「機構」という。）が定めた事項のほか

に、評価機関が説明を要するとした事項を追加することができる。

 

２ 説明及び確認の方法の時期

 (1) 評価機関は、上記１に定める事項をすべて盛り込んだ文書（様式は任意。以下「事前

説明確認書」という。）により、利用者調査開始前までに事業者に対し説明を行う。 
      なお、評価対象福祉サービス等により取り扱いが異なる事項については、評価手法に

適合するように修正し、作成する。 
 (2) 評価機関が当該書面により説明を行ったこと及び事業者が当該書面により説明を受

けたことを確認のうえ、双方が記名押印する。 
 (3) 評価機関は、記名押印後の事前説明確認書の写しを事業者に交付する。

３ 機構への報告

  評価機関は、上記２の方法で確認した「事前説明確認書」を、福祉サービス第三者評価

結果報告書と併せて、機構に提出する。 

附  則

 本通知は平成２４年４月１日から施行する。 
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別紙 
事 前 説 明 事 項 

１ 本評価における評価手法 

・ 「標準の評価」又は「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」のいずれかの手法

を用いて評価すること。 
・ 「利用者調査」及び「事業評価」の２種類の手法を併せて用いること。

・ ３人以上の評価者が、利用者調査の実施から評価結果報告書の作成まで、一貫して評価

を行うこと。 
・ 評価の日程 

２ 評点基準等 

・ 事業評価では、各評価項目を評点等により評価すること及び評点基準等の具体的内容

・ 評点等では十分表現できない事業者の実態やサービスの質については、講評等に記載す

ること。 
 

３ 利用者調査 

・ 原則として利用者本人への全数調査であること。

・ 実施する利用者調査の方式

・ 利用者調査の実施、集計、分析は、事業評価の訪問調査前に実施し、その結果について

は、訪問調査前に対象事業所あてに送付するとともに訪問調査の際に評価者が活用する

こと。 

４ 事業評価 

・ 「経営層（運営管理者含む）の合議及び全職員（経営層含む）の個別回答による自己評

価」と「訪問調査」を実施すること。 
・ 自己評価の結果は、訪問調査の前に必ず実施・回収・分析の上、対象事業所あて送付す

るとともに訪問調査で評価者が活用すること。 
・ 訪問調査は、「福祉サービス分野を担当する評価者」、「組織マネジメント分野を担当す

る評価者」各１名による計２名以上の評価者により実施すること。 
・ 訪問調査は、利用者調査及び自己評価実施後に実施すること。

・ 訪問調査では、利用者調査及び自己評価の集計・分析結果に関する説明の実施、現地調

査、評価機関の事前分析結果に基づく経営層（運営管理者含む。）等へのヒアリング及

び標準項目の確認、その他評価に関する必要な情報の収集・確認を行うこと。 
・ 評価項目ごとの評点、全体の評価講評、評価項目に対する講評、事業者が特に力を入れ

ている取り組み等の評価結果は、訪問調査を実施した評価者を含む３人以上の合議によ

り決定すること。 

５ 評価結果のフィードバック及び公表に関する意向の確認 

・ 評価結果及び結果分析により把握した課題については、速やかに対象事業所あて報告す

ること。 
・ 評価結果については、納得のいくまで話し合うことができること。

・ 評価者が評価結果公表についての意向を確認すること。 

６ 評価者及び補助者 

・ 評価に一貫して携わる評価者は、東京都福祉サービス評価推進機構の評価者養成講習を

修了した評価者であり、顔写真の入った身分証明書を絶えず携帯していること。 
・ 評価者以外の者が補助者として関与する場合には、対象事業所あて補助者の経歴等を説

明し、了解を得た後関与させること。 

７ 本評価に関する苦情・相談窓口 
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２０財事業第１１６７号

平成２１年３月２５日 
東京都福祉サービス第三者評価 

認証評価機関 各位

 
東京都福祉サービス評価推進機構    

  （財）東京都高齢者研究・福祉振興財団

        事業部長 青 木 ゆ う こ 
 （ 印 章 省 略 ） 

 
福祉サービス第三者評価機関認証要綱第２条第９号に定める「当該評価機関に

所属する評価者であることを証する書類」の取り扱いについて（通知） 

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、認証要綱第２条第９号に定める「当該評価機関に所属する評価者であることを証

する書類」に記載すべき事項を下記のとおり定めましたので通知いたします。

なお、平成２０年３月２１日付１９財事業第１０３５号通知は平成２１年３月３１日を

もって廃止します。

 
記 

１ 認証要綱第２条第９号に定める「当該評価機関に所属する評価者であることを証する

書類」に記載すべき事項

（１） 評価機関名

（２） 評価機関認証番号

（３） 評価者名

（４） 評価者養成講習修了者番号

（５） 評価実施の際に担当する分野（「福祉サービス分野担当」あるいは「組織マネジ

メント分野担当」） 
 （６）「上記の者は、当評価機関の評価者であることを証明します。」の旨の表記

 （７）評価機関の印

 （８）評価者本人であることが確認できる写真

   ただし、利用者調査とサービス項目を中心とした評価を行う際にあっては、（５）の

記載は不要とする。 

２ 本通知の適用日

  本通知は平成２１年４月１日から適用する。 
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評価手法違反に係る公表手続要領 

１ 趣旨 
この要領は，福祉サービス第三者評価機関認証要綱（以下「認証要綱」という。）

第９条第２項の規定による評価手法に違反した福祉サービス第三者評価機関（以下「評

価機関」という。）の名称等の公表に関し，必要な事項を定め、第三者評価を受審す

る事業者が評価機関を選択する際の判断に資するよう情報提供することを目的とする。 

２ 公表の手続 
（１）東京都福祉サービス評価推進機構（以下「機構」という。）は、認証要綱第９

条第２項に該当する評価機関について、違反内容、機構の指導経過及び評価機関

の意見・対応状況等を認証・公表委員会（以下「委員会」という。）に報告する。

なお、委員会に報告する前に機構は当該評価機関に対し、機構からの指導内容、

機構への報告書提出期限、公表に関する説明等を事前に文書で通知する。

（２）委員会は、認証要綱第９条第２項で規定する次のいずれかの事項に該当する評

価機関について、公表の可否を審議し、決定する。なお、上記２（１）の報告内

容を十分に参酌した上で決定する。 
ア 機構が指導を行ったにもかかわらず、認証要綱第９条第１項に規定する報告

がなく、かつ、今後も報告の見通しがない場合

イ 機構が指導を行ったにもかかわらず、認証要綱第９条第１項で報告があった

同一の評価手法違反を１件以上２年間連続して行い、かつ、改善の見込みがな

い場合 
（３）委員会は、上記２（２）の決定により公表した後、上記２（２）アまたはイに

該当しなくなった評価機関について、公表の取りやめの可否を審議し、決定する。 

３ 公表内容

（１）評価機関番号

（２）評価機関名

（３）評価手法違反内容 

４ 公表方法 
（１）機構は、上記２（２）で公表の決定後、とうきょう福祉ナビゲーションに上記

３の内容を速やかに掲載する。 
 （２）機構は、上記２（３）で公表取りやめの決定後、上記４（１）で掲載した内容

を速やかに削除する。 

 
附 則

この要領は平成２８年４月１日から施行する。 
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No. 質問内容

Q1 「評価手法」とは何を指すのですか？　また、評価手法を違反するとどうなりますか？

Q2
「一件の評価は３人以上の評価者が利用者調査の実施から評価結果報告書作成まで
一貫して行う」と通知にありますが、急病や事故などで評価者が関われなくなった場合は
どうしたらよいですか？

Q3 介護予防サービスは、第三者評価の対象になりますか？

Q4 有料老人ホームは、第三者評価の対象になりますか？

Q5 現在評価対象となっていないサービスの評価をすることになりました。項目は何を使え
ばよいでしょうか？

Q6 経営層の定義がよくわかりません。法人が複数の施設を運営している場合、経営層は
施設長まででよいのでしょうか？　または、法人の経営層まで含むのでしょうか？

Q7 自己評価を行う職員として、委託先の従業員も対象職員に含めてもいいのでしょうか？
例）食事を提供する事業者で、調理を外部委託している場合の調理員、栄養士など

Q8 自己評価の回収方法は、事業者にまとめてもらうのではなく、個々に郵送してもらう方法
でも良いのでしょうか？

Q9
標準項目を「あり」と判断する際に、「根拠が示せること」が要件として挙げられています
が、「根拠」の客観性はどこまで求められるのでしょうか？
　例）書類などの物的証拠がある場合のみ？職員や利用者の証言？

Q10
標準項目のチェックでは「その根拠が示せること」が強調されていますが、グループホー
ム等の小規模事業所では、資料やマニュアルはないが、口頭で徹底して実施している例
が多いように見受けられます。このような場合「チェック」はつけられませんが、やむを得
ないと考えるのでしょうか？

Q11 カテゴリー８（活動の成果について）の評価を行う際、「根拠が示せること」が条件となる
のでしょうか？　また、開設間もない事業所の場合どうやって比較するのでしょうか？

Q12 「事業者が特に力を入れている取り組み」については、どのくらいのレベルの取り組みを
想定しているのですか？

Q13 「事業者が特に力を入れている取り組み」について、２年連続して同じ内容を選定するこ
とはできますか？

Q14 「事業者が特に力を入れている取り組み」と「全体講評」では、違うことを記入しなければ
ならないのですか？

Q15 サービス種別によっては「非該当」となる項目か判断に迷う場合がありますが、どのよう
に考えればよいですか？

Q16 利用者調査の共通評価項目の文言と、標準調査票の文言が違っているのはどういうこ
とでしょうか？

Q17
利用者調査の回答で「どちらともいえない」「無回答」「非該当」の違いがよくわかりませ
ん。例えば、認知症の方に聞き取りをしていて、きちんとした回答がえられなかった場合
には、「非該当」になるのでしょうか？

Q18 訪問系サービスの利用者調査において、事業者と利用者の承諾を得たうえで各利用者
宅を訪れ、調査を行うことは可能でしょうか？

(

１

)

評
価
全
体

に
つ
い
て

３

事
業
評
価
に
つ
い
て

４

利
用
者
調
査
に
つ
い
て

２

評
価
対
象

サ

ビ
ス
に
つ
い
て

５ よくある質問と回答
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No. 質問内容

Q19 児童養護施設や母子生活支援施設の利用者調査において、未就学児に対しても調査し
なければいけませんか？

Q20 認可保育所など、保護者に対して調査を行うサービスにおいて、きょうだいで園を利用し
ている世帯がある場合、調査対象はどのように考えればよいでしょうか？

Q21 特定施設入居者生活介護の利用者調査の対象は、どのように考えればよいでしょう
か？

Q22 通所系サービスにおいて、聞き取り方式による調査を行った際、調査当日に欠席した方
がいました。この方についても調査を行わなければなりませんか？

Q23 アンケート方式による調査を実施したいと思いますが、有効回答率を上げるにはどうす
ればよいでしょうか？

Q24 アンケート調査を行ったところ、白紙で返信がありました。この場合は「有効回答者数」に
含めますか？

Q25 有効回答者数が３未満になった場合、利用者調査結果は評価結果報告書に記載しなく
てもよいのですか？

Q26 有効回答者数が３未満になった場合、利用者調査結果はすべて公表されなくなるので
すか？

Q27 障害者支援施設の調査において、１つのサービスのみ有効回答者数が３未満になって
しまいました。場面観察方式を実施しなければなりませんか？

Q28 母子生活支援施設の調査において、児童に対する調査のみ、有効回答者数が３未満に
なってしまいました。場面観察方式を実施しなければなりませんか？

Q29
事前説明確認書について、例えば複数事業所を運営している法人として一括で契約し、
事前説明を合同で行う場合には「事前説明確認書」にはどのように署名・捺印をもらい、
どのように提出すればよいでしょうか？法人の担当者が一括して確認すればよいので
しょうか？

Q30 事業者へのフィードバックの際には、公表用の評価結果報告書を用いなくてはいけない
のでしょうか？

Q31
「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」では、事業評価に用いる共通評価項目
がサービス項目のみとなっていますが、事業者の経営や組織マネジメントについては、
一切、評価しなくても良いのですか？

Q32

評価に伺う際、よく「フィードバック後も引き続き業務改善の手伝いをしてほしい」との申し
出があります。規定で禁止されていますので断っていますが、他を紹介する、もしくは関
係者を教える場合、どの程度まで許容されるのでしょうか？
　例）グループホームの評価を行った際、同法人の別のグループホームのコンサルティ
ングを依頼された、等

Q33 自己評価および外部評価を行うことが義務付けられている介護保険のサービス種別は
何ですか？

Q34 第三者評価実施の費用助成は、今年度も継続されていますか？

Q35 評価結果報告書の様式は「とうきょう福祉ナビゲーション」のどこにありますか？　また、
評価機関以外に配付してもよいですか？

Q36 評価手法の改正の情報などは、事業者側にどのような場でどの程度ＰＲをしています
か？

５

そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て

４

利
用
者
調
査
に
つ
い
て
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（１）評価全体について 

Q1．「評価手法」とは何を指すのですか？ また、評価手法を違反するとどうなりますか？ 

    A1．福祉サービス第三者評価機関認証要綱第２条１２号「評価の実施にあたっては、機構

の定める評価手法及び共通評価項目をすべて取り込んで評価を行うこと」で規定する「評

価手法」を指します。

具体的な内容については、平成２２年３月２６日付２１財情報第１０３４号「福祉サー

ビス第三者評価機関認証要綱第２条１２号に規定する「機構の定める評価手法及び共通評

価項目」の策定について（通知）」に定めているとおりです。

また、１０３４号通知に基づき、年度ごとに定める評価手法及び共通評価項目の通知を

評価機関あてに発出しています。

評価手法を違反して評価を行った場合、評価機関の認証取り消しに繋がる場合もありま

す。 

 
Q2．「一件の評価は３人以上の評価者が利用者調査の実施から評価結果報告書作成まで一貫

して行う」と通知にありますが、急病や事故などで評価者が関われなくなった場合はど

うしたらよいですか？ 
A2．急病や事故など不測の事態が生じて、評価者が一貫して評価にかかわれなくなった場

合、機構あて、すみやかにご連絡ください。機構に連絡せず、引き続き評価を実施した場

合には、評価手法が守られていないと見なされることがあります。 
 

（２）評価対象サービスについて 

Q3．介護予防サービスは、第三者評価の対象になりますか？ 

A3．介護予防サービス（地域密着型サービス含む）について、「小規模多機能型居宅介護（介

護予防含む）」・「認知症対応型共同生活介護（介護予防含む）」の２サービスは、評価の対

象となっています。他の介護予防サービスは、評価対象外です。 

 

Q4．有料老人ホームは、第三者評価の対象になりますか？ 

A4．有料老人ホームそのものは評価の対象ではありません。ただし、「特定施設入居者生活

介護」の指定を受けている事業者は、介護サービスに関する部分の評価を実施することが

できます。

その場合の利用者調査は「特定施設入居者生活介護」を利用している人のみが対象とな

りますので、実施の際は事業者にご確認ください。 
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Q5．現在評価対象となっていないサービスの評価をすることになりました。項目は何を使

えば良いでしょうか？ 
A5．現在評価対象となっていないサービスに合致する共通評価項目はありません。そのた

め、評価対象サービスの中から実態が近いと思われるサービスの共通評価項目を参考に、

評価機関が事業所と協議のうえ定めるようにしてください。

現在評価対象となっていないサービスには、当評価制度の項目や手法が適用されること

はないため、自由な評価が可能です。 

 

（３）事業評価について 

Q6．経営層の定義がよくわかりません。法人が複数の施設を運営している場合、経営層は

施設長まででよいのでしょうか？または、法人の経営層まで含むのでしょうか？ 
A6．原則として直接当該事業所に運営責任を負っている施設長、副施設長、事務長、各部

門の長など重要事項を決定する会議に参加するメンバーとし、実際に誰が経営層（運営管

理者含む）に該当するかについては、事業所と協議して決定することとしています。

どこまでを経営層と考えているかということも、当該事業所の運営方針を考えるうえで

参考になります。 

 
Q7．自己評価を行う職員として、委託先の従業員も対象職員に含めてもいいのでしょうか？ 

   例）食事を提供する事業者で、調理を外部委託している場合の調理員、栄養士など 
A7．自己評価を行う職員の対象範囲は、事業所の理念・方針を理解して業務を行う職員が

該当します。事業所ごとに事業形態等が異なっていますので、実情に応じて事業所と打ち

合わせのうえ決めてください。 

 
Q8．自己評価の回収方法は、事業者にまとめてもらうのではなく、個々に郵送してもらう

方法でも良いのでしょうか？ 
A8．評価機関あてに個別に直接郵送する、各自で密封した封筒を事業所内でまとめるなど、

職員の回答内容のプライバシー保護に配慮した回収方法について、事業者ごとの実情に応

じ、打ち合わせのうえ決めてください。 

 
Q9．標準項目を「あり」と判断する際に、「根拠が示せること」が要件として挙げられてい

ますが、「根拠」の客観性はどこまで求められるのでしょうか？ 

   例）書類などの物的証拠がある場合、職員や利用者の証言がある場合 
A9．評点のブレ幅を少なくし、客観性を確保するためにも、目で確認できるものを根拠と

していただきたいと思います（ただし、根拠は「事業者が実践していること」の根拠です

ので、何か書類があればいいというものではありません）。 

344



Q10．標準項目を「あり」と判断する際に、「根拠が示せること」が要件として挙げられて

いますが、グループホーム等の小規模事業所では、資料やマニュアルはないですが、口

頭で徹底して実施している例が多いように見受けられます。このような場合「チェック」

はつけられませんが、やむを得ないと考えるのでしょうか？ 
A10．東京都の評価の特徴は、しくみを評価することにあります。口頭のみの徹底でしくみ

が機能していると客観的に確認することは困難かと思われます。 

 
Q11．カテゴリー８（活動の成果について）の評価を行う際、「根拠が示せること」が要件

となるのでしょうか？また、開設間もない事業所の場合どうやって比較するのでしょう

か？ 
A11．カテゴリー８についても、各評価項目の趣旨に則った成果について確認が必要です。

確認とは目で見ることができる客観的な事実を見つけ、示すことです。

 開設間もない事業所の場合も、比較可能な期間、たとえば開設時との比較で得られた

定量的あるいは定性的な向上・改善状況を、資料等によりご確認ください。 

 
Q12．「事業者が特に力を入れている取り組み」については、どのくらいのレベルの取り組

みを想定しているのですか？ 
A12．判断基準にある「他の事業者のサービスの質の向上のモデルとなる取り組み」とは、

全事業者の模範となるような取り組みだけではなく、一般的な事業者に対して参考とな

るような取り組みも含まれます。

 また、「利用者の選択情報の提供」という視点も合わせて多様な取り組みが取り上げ

られると考えます。 

 
Q13．「事業者が特に力を入れている取り組み」について、２年連続して同じ内容を選定す

ることはできますか？ 
A13．連続した年で同じ取り組みを選定することはできます。 

 
Q14．「事業者が特に力を入れている取り組み」と「全体講評」では、違うことを記入しな

ければならないのですか？ 
A14．「事業者が特に力を入れている取り組み」と「全体講評」とにおいて、同じ取り組み

を取り上げることは考えられます。「事業者が特に力を入れている取り組み」について

は、取り組みそのものの記述であるのに対して、「全体講評」は、「事業者が目指してい

るものの実現」という視点から記述するものです。 
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Q15．サービス種別によっては「非該当」となる項目か判断に迷う場合がありますが、どの

ように考えればよいですか？ 
A15．評価の対象とならない項目と思われる場合は、事前に機構の了承を得ることにより、

「非該当」の適用ができます。 

 

（３）利用者調査について 

Q16．利用者調査の共通評価項目の文言と、標準調査票の文言が違っているのはどういうこ

とでしょうか？ 
A16．利用者調査を実施する際には、共通評価項目の内容に則った質問文に工夫することが

できます。

 機構が提示する標準調査票には質問文例が載っておりますが、あくまで一例ですので、

より多くの利用者の声を集めることができるよう、事業者の方とよく相談して利用者に

理解されやすい質問文にするなどの工夫をお願いします。 

 
Q17．利用者調査の回答で「どちらともいえない」「無回答」「非該当」の違いがよくわかり

ません。例えば、認知症の方に聞き取りをしていて、きちんとした回答がえられなかっ

た場合には、「非該当」になるのでしょうか？ 
A17．利用者調査の回答には「はい」「いいえ」のほかに、「どちらともいえない」「無回答」

「非該当」の場合があります。「どちらともいえない」は問いかけの主旨に対して「は

い」でも「いいえ」でもない回答であり、「無回答」は「はい」でも「いいえ」でも「ど

ちらともいえない」でもない場合ということになります。

 また、「非該当」は項目の内容に利用者の状況が当てはまらない（例えば共通評価項

目に示されたサービスを利用していない）場合を意味します。これらの振り分け基準を、

評価機関内で明確にしておくことが重要です。

 特に聞き取り方式では、利用者の返答がすぐに「はい」「いいえ」に分類できないこ

とも多いと思われますが、利用者への問いかけ方を変えてみるなど、回答を引き出す工

夫をお願いします。 

 
Q18．訪問系サービスの利用者調査において、事業者と利用者の承諾を得たうえで各利用者

宅を訪れ、調査を行うことは可能でしょうか？ 
A18．訪問系サービスの利用者調査では、プライバシー保護への配慮から、仮に事業者や利

用者から要望があったとしても利用者宅に評価者が訪問して調査を行うことは厳禁で

す。 
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Q19．児童養護施設や母子生活支援施設の利用者調査において、未就学児に対しても調査し

なければいけませんか？ 
A19．利用者調査の原則は「全数調査」であるため、未就学児であるという理由のみで、調

査対象から除くことはできません。（乳児は対象外） 
   調査参加機会の平等な確保の観点から、調査を試みることが望ましいとしています。

ただし、調査を行うことで子どもに大きく負担を与えるなどの事情がある場合は、事業

者と協議のうえ、調査対象から外すなどの工夫が必要です。 

 
Q20．認可保育所など、保護者に対して調査を行うサービスにおいて、きょうだいで園を利

用している世帯がある場合、調査対象はどのように考えればよいでしょうか？ 
A20．調査対象が「保護者等」と定められているサービス種別は、保護者も利用者の位置づ

けです。そのため、世帯ごとの調査を行います。

 子どもがきょうだいで利用している場合には、年齢が低い方の利用者について調査を

行います。 

 
Q21．特定施設入居者生活介護の利用者調査の対象は、どのように考えればよいでしょう

か？ 
A21．事業所の中で、特定施設入居者生活介護サービスの契約をしている利用者だけが対象

です。そのため、利用者総数欄も同様に対象者のみを記載します。 

 
Q22．通所系サービスにおいて、聞き取り方式による調査を行った際、調査当日に欠席した

方がいました。この方についても調査を行わなければなりませんか？ 
A22．必ず調査を行ってください。 

 利用者調査の原則は「全数調査」であると定められています。また、通所系サービス

の調査方法は、「基本的にはアンケート方式により調査を実施するが、施設等に滞在し

ている時に聞き取り方式の実施も可能」としています。そのため、調査日当日の欠席は、

調査対象から除く理由にはなりません。必ず別途調査日を設ける、アンケートを送付す

るなどの方法をとり、調査対象としてください。 
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Q23．アンケート方式による調査を実施したいと思いますが、有効回答率を上げるにはどう

すればよいでしょうか？ 
A23．利用者が多い施設などでは、利用者を集めて一斉に調査を行う集合調査を行うことが

有効回答率を上げる工夫につながる場合があります。

 集合調査の場合、一斉に行うため、回収率が高まります。また、項目でわからない点

は評価者が巡回する等して対応することができるため、より回答しやすくなることが考

えられます。 
   ただし、集合調査を行えるのは、入所系・通所系サービスに限ります。また、利用者

がお互いの回答内容を知ったり、職員が利用者の回答内容を知ったりすることがないよ

う、工夫が必要です。 

 
Q24．アンケート調査を行ったところ、白紙で返信がありました。この場合は「有効回答者

数」に含めますか？ 
A24．アンケート調査においては、「有効回答者数」とは「返信されたアンケートの数」と

なるため、白紙でも有効回答者数に含めます。 
   白紙の場合は、「はい」「どちらともいえない」「いいえ」「非該当」のいずれにも丸が

付けられていないため、回答はすべて「無回答」に振り分けられることとなります。 

 
Q25．有効回答者数が３未満になった場合、利用者調査結果は評価結果報告書に記載しなく

てもよいのですか？ 
A25．評価結果報告書には必ず結果を記載し、推進機構に提出してください。 

有効回答者数が３未満になった場合は、プライバシー保護のため、公表の際に機構が

結果の一部に処理を行い、閲覧できないようにしますが、評価機関として機構に評価結

果報告書を提出する際には、各項目の実数も含め、必ず結果を記載してください。ただ

し、各項目のコメント欄の記載は任意です。

なお、事業者から評価結果の公表同意を得る際には、有効回答者数が３未満になった

結果は、プライバシー保護の観点から内容がわからないよう伏せる必要があります。 

 
Q26．有効回答者数が３未満になった場合、利用者調査結果はすべて公表されなくなるので

すか？ 
A26．公表されなくなるのは、各項目の「コメント」と「実数」のみです。

   「調査対象」「調査方法」「利用者総数」「共通評価項目による調査対象者数」「共通評

価項目による調査の有効回答者数」「利用者調査全体のコメント」は公表されるため、

記載に工夫をお願いしています。 
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Q27．障害者支援施設の調査において、１つのサービスのみ有効回答者数が３未満になって

しまいました。場面観察方式を実施しなければなりませんか？ 
A27．障害者支援施設においては、事業者が実施している全サービスにおいて有効回答者数

が３未満になった場合にのみ、場面観察方式を行う必要があります。

例えば、生活介護の有効回答者数が３未満となった場合でも、施設入所支援の有効回

答者数が３以上あれば、場面観察方式を行う必要はありません。 

 
Q28．母子生活支援施設の調査において、児童に対する調査のみ、有効回答者数が３未満に

なってしまいました。場面観察方式を実施しなければなりませんか？ 
A28．母子生活支援施設においては、「母親調査」「児童調査」の両方が３未満となった場合

にのみ、場面観察方式を行う必要があります。 
 例えば、児童調査の有効回答者数が３未満となった場合でも、母親調査の有効回答者数

が３以上あれば、場面観察方式を行う必要はありません。 
 

（４）その他の事項について 

Q29．事前説明確認書について、例えば複数事業所を運営している法人として一括で契約し、

事前説明を合同で行う場合には「事前説明確認書」にはどのように署名・捺印をもらい、

どのように提出すればよいでしょうか？法人の担当者が一括して確認すればよいので

しょうか？ 
A29．事業者ごとにきちんと説明されたという確認が必要になります。 

合同説明会等で複数の事業者に一括で説明する場合には、確認書は１枚でも構いませ

んが、その説明会に出席した事業者の署名、捺印を連名でもらうようにしてください。

その場合、原本はいずれかの事業者の結果報告書に添付していただき、残りの事業者の

評価結果報告書にはコピーを添付し、さらに原本はどの事業者の結果報告書に添付して

いるかを明記のうえ、機構までご提出ください。 

 
Q30．事業者へのフィードバックの際には、公表用の評価結果報告書を用いなくてはいけな

いのでしょうか？ 
A30．事業者へのフィードバックの際、評価結果報告書を用いる必要はありません。 

 評価結果報告書は、一般に公表することを前提に作成されたものであるため、フィー

ドバックに十分であるとは言えません。

 ただし、フィードバック情報の一部として評価結果報告書を用いることは、公表の同

意を得るための手数を考えた場合効率的と言えますが、その場合は内容を追加するなど

の工夫が必要です。

 また、利用者調査の有効回答者数が３未満になった場合は、個人のプライバシー保護

の観点から、利用者調査の結果を伏せてフィードバックする必要があります。 
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Q31．「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」では、事業評価に用いる共通評価項

目がサービス項目のみとなっていますが、事業者の経営や組織マネジメントについて

は、一切、評価しなくても良いのですか？ 
A31．共通評価項目（サービス項目）による事業者の現状の把握は、事業者の実態・課題に

せまる一つの材料と考えてください。 
   「標準の評価」で組織マネジメント項目により焦点を当てていた事業者の現状は、こ

の評価手法では、評価者の判断によって必要な事項について情報収集等を行い、把握し

ていきます。 
   事業評価の実施にあたっては、利用者に対するサービス提供を支える事業者の間接的

な取組も含め、事業活動全体に視野を広げつつ臨み、事業者の理念・方針と事業活動の

整合性を明らかにしてください。 

 
Q32．評価に伺う際、よく「フィードバック後も引き続き業務改善の手伝いをしてほしい」

との申し出があります。規定で禁止されていますので断っていますが、他を紹介する、

もしくは関係者を教える場合、どの程度まで許容されるのでしょうか？ 

例）グループホームの評価を行った際、同法人の別のグループホームのコンサルティン

グを依頼された、等 
A32．他を紹介する、もしくは関係者を教える場合についての明文化された規定はありませ

ん。

しかし、第三者性の確保という趣旨からは、例えば、評価者の所属するコンサルタン

ト会社によるコンサルティングを求められ実施したような場合、外見的にはどちらが依

頼したかはわからず、評価者が評価後にコンサルティングを実施した事実のみが残りま

す。

 そうなると本来の規定の趣旨が骨抜きになってしまうおそれがありますので、他から

見て第三者性に疑義が生じるような形態、本制度の趣旨から考え、慎んでいただきたい

と思います。 

 
Q33．自己評価および外部評価を行うことが義務付けられている介護保険のサービス種別は

何ですか？ 
A33．平成２８年４月１日現在、国の法令および通知により自己評価、外部評価の実施と結

果公表が義務づけられている介護保険サービスは、介護保険の地域密着型サービスとし

て指定されている「認知症対応型共同生活介護（介護予防含む）」のみです。

「認知症対応型共同生活介護（介護予防含む）」について、東京都では外部評価および

自己評価について東京都福祉サービス第三者評価システムによる実施と位置づけられて

います。 
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Q34．第三者評価実施の費用助成は、今年度も継続されていますか？ 

A34．補助金に関しては、各自治体にお尋ねください。 

 
Q35．評価結果報告書の様式は「とうきょう福祉ナビゲーション」のどこにありますか？ 

また、評価機関以外に配付してもよいですか？ 
A35．評価結果報告書は、毎年度４月頃に評価機関宛てに送る「評価機関用ＣＤ」に収録さ

れています。評価結果報告書の様式は、評価機関以外が使用することを禁止しているた

め、「とうきょう福祉ナビゲーション」の第三者評価ページには、pdf 版のみを掲載して

います。 

 
Q36．評価手法の改正の情報などについて、評価推進機構は事業者側にどのような場でどの

程度ＰＲをしていますか？ 
A36．区市町村ごとの事業者連絡会での説明、区市町村への説明などを実施しています。ま

た、「福ナビ」上にも掲載しています。 
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